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午前10時00分 開議 

○議長（加賀 博君） 

 御案内の定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、ただいまから継続会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第１・一般質問 

○議長（加賀 博君） 

 日程第１・一般質問を行います。 

 一般質問は、通告順位に従いまして順次許可することといたします。 

 最初に、通告順位１番の10番・村上守国議員の質問を許可いたします。 

○１０番（村上守国君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は議員の任期最後の一般質問でありますので、地域の皆様方の御意見を集約いたしまし

て、大項目４点、質問をさせていただきます。 

 大項目１であります。市政について、まず市長さんのお考えを３点お尋ねいたします。 

 私は、この任期４年の定例会において毎回一般質問をさせていただきました。現在地域住民

が抱えている問題、将来に向けた愛西市のあり方等について質問をいたしてまいりました。私

は、理事者の立場はよく理解しているつもりでありますが、その都度、回答には満足のできる

ものではなく、愛西市のスローガンであります「市民と行政の協働」によって、住んでよかっ

たと思われるまちづくりの実現に不安を覚えるものであります。 

 まず１点目でありますが、市長は行政の役割とは何だと思っておられるのか、お聞きしたい

と思います。行政の役割とは何ぞやと思っておられるのか、お聞きしたいと思います。私は、

行政の究極の役割は、公平・公正の確保と民主主義の尊重のもとに、住民の皆さんが希望を持

って生き生き暮らせるための舞台づくりをしていただくことだと考えております。 

 ２点目の質問でありますが、斎場を西保町地内に建設するに当たり、交換条件として西保町

総代から12月21日付で市長あてに総合斎苑建設に伴う要望書が提出されました。この要望書取

り扱いについて、市民の代表者が構成委員である上位の建設検討委員会では、採決まで至らず

不調で終わり、議員のみで構成されている調査特別委員会では、要望書を前向きに検討するこ

とについて賛成多数で可決されました。その後、前向きに検討された結果、どのように対応さ

れるのか、お尋ねをいたします。 

 ３点目の質問でありますが、住民はいかなる場合も平等でなければならないと思っておりま

す。例えば公共施設を立地すれば、その周辺は大なり小なり日常生活に支障を来しているので

あります。私の住んでいる地域においても、平成５年から今日まで４反余りの田にヘドロが山

積みされ、悪臭と砂ぼこり、雨が降れば隣の田へ垂れ流し、このような状態の中でも行政上必

要な施設という理解のもとに地域では我慢をしてまいりました。何の定めもないのに斎場が不
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快施設であるから周辺対策を施すべき結論を出すなら、今申し上げたヘドロ置き場においても

総代から施設建設を要望した場合、前向きに検討していただけるか、お尋ねをいたします。 

 続きまして大項目２、持続可能な財政運営を行うにはについてお尋ねをいたします。 

 我が国の経済は、政府の景気刺激策などにより輸出や生産活動において一部持ち直しの動き

が見られるものの、企業収益の設備投資は減少しており、また失業率が過去最高水準となるな

ど、雇用情勢、所得環境の一層の悪化が懸念され、景気の先行きは引き続き厳しい状況が続く

ものと予測されております。 

 愛西市においては、歳入の主である市税の減収、国・県などからの特定財源確保の不透明さ

などなどで財源確保は極めて厳しい状況が予測される中、今後５年間、22年度から26年度であ

ります今後５年間で執行されます大型事業が計画推進されております。特に整備事業でありま

す一つ、総合斎苑27億2,296万円、一つ、給食センター19億9,820万円、一つ、勝幡駅前開発19

億9,962万円、以上、大型３事業の執行総額67億2,078万円であり、これ以外に庁舎の建設、海

南病院の支援、地域福祉政策費等々、膨大な経費が必要であります。 

 愛西市は、人口６万6,800人、22年度一般会計当初予算案218億円のうち、自主財源の44％、

前年度末の財政力指数0.76と、財源に余裕のない脆弱な自治体は今後の財源設計には非常に厳

しいものが予測されます。 

 そこで質問でありますが、一つ、今後５年間、市税収入の減少、また国庫支出金の減少も見

込まれており、大変厳しい財政運営が予測されます。この５年間、どのような財源設計をされ

るのか、お尋ねをいたします。また、前年度末の市債残高が265億5,000万円、市民１人当たり

約40万円の借金でありますが、26年度末の市債残高はどれぐらいを予想されておられるのか、

お尋ねをいたします。 

 続きまして大項目３であります。市民農園の復活の願いであります。 

 私は、耕作放棄地解消に向けた取り組みを何度も提案してまいりました。昨年末に農林水産

省主催のセミナーに参加することができました。その際、耕作放棄地とは、以前耕作していた

土地で、過去１年以上、作物を作付せず、この数年の間に再び作付する考えのない土地である

ことを説明を受け、行政が今まで示してきた雑草繁茂農地とは、意味不明で業務上使ったこと

がないと担当官は申しておられました。 

 私は、耕作放棄地であろうと、雑草繁茂農地、あるいは遊休農地でも、農用地の現状は耕作

されていない土地であり、今後も耕作する予定のない農用地を指しており、同じ荒れ地である

と思います。私は地域農業団体の責任者として、遊休農地が増加していることから、景観や生

活環境の悪化を防ぎ、農地の有効利用を図る手だてを急がねばなりません。 

 旧佐屋町当時開設していた市民農園の復活であります。農地をお持ちの方から市が無償で遊

休農地をお借りし、耕作を希望する人に無償で貸し出す事業であります。今は、食への安全意

識の高まりや園芸ブーム、団塊の世代の退職が契機となって、家族や仲間と一緒に野菜などを

栽培したいと思う人が年々ふえています。各地域の農業団体と協働で、農地の有効利用を図る

ため、有効農地活用事業を構築・展開するつもりはないのか、お尋ねをいたします。 
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 続きまして大項目４でございます。職員からの提案制度についてお尋ねをいたします。 

 より質の高い行政サービスを目指し、創造性の高い職場をつくるには、職員一人ひとりの発

想力が大切だと私は強く思っております。 

 市政運営に関する改善や施策等の実現に向けて、アイデアを募る職員提案制度を設けている

自治体が非常に多くなりました。我が愛西市においても、早くから職員の提案等に関する規定

を定め、市政に関する考案、改善、提言等を広く職員からの提案を求めておりますが、平成17

年施行後、どのような内容の業務提案等がなされ、その提案がどのような形で市政運営に生か

されているのか、職員提案審査委員長である副市長にお尋ねをいたします。 

 あとは自席でお尋ねをいたします。質問の趣旨をよく御理解いただきまして、的確なる御回

答をお願い申し上げます。 

○市長（八木忠男君） 

 おはようございます。 

 村上議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、御質問の冒頭にもありました、今期を最後で勇退をされるというようなお話で

ありました。今までの私どもへのいろんな議員活動のお立場で御指導、御協力いただきました

ことにまずもって厚くお礼を申し上げますと同時に、市民の代表として長期にわたり愛西市議

会活動に御尽力いただきましたこと、厚くお礼を申し上げさせていただきます。 

 最初に私の方からは、市政についてという御質問であります。 

 最初に、地方自治法の中に行政の役割という、第１条の２にそんな定めをしております。地

方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総

合的に実施する役割を広く担うものとする、これが自治法の中でうたわれているわけでありま

す。まさにそのとおりでありまして、私どももこうした趣旨を踏まえまして、広く住民の皆さ

んへの事務事業を、市の行政組織の中で分掌しつつ、実施をしていくことと考えているところ

であります。私の公約、マニフェストの中にも市民の皆さんと協働を掲げておりまして、相互

理解、そして対等な立場での協力を進めながら、各分野で各事業を推進しているところであり

ます。そんな中で、情報公開を徹底しながら、市民参加の機会を多くさせていただいて、意見

を行政運営に反映していくことと考えているところであります。議会でも一般質問で数々の御

指摘をいただいているわけでありますけれども、その内容につきましては、財源、あるいは近

隣市町村の施策などなどを勘案させていただきながら、選択をしつつ進めているところであり

ます。 

 また、先ほど申し上げました第２条の中で、市町村は、その事務を処理するに当たっては、

議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定

め、これに即して行うようにしなくてはいけないというような文言もあるわけでありまして、

こうした点にあわせながら、今後、愛西市の将来まちづくりを進めていきたいと思っておりま

すし、これからも議会の皆さんと信頼関係も、市民の皆さんとも当然でありますが、深めつつ、

市政運営を努めてまいりたいと思っております。 
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 そして、斎場の受け入れに伴う地元要望の点でありますが、これも以前にも御質問をいただ

いているところで、同じ答弁になるかもしれませんけれども、地元から交換条件というような

御質問のお言葉がありましたが、決してそうしたような考え方は私どもは持ってございません

し、地元の方もそうしたお考えであるわけでありまして、これも以前答弁しました、市全体の

防災コミュニティセンターのあり方などもお答えをしてきておりますし、各小学校区でという

考え方もお伝えをしているわけでありますので、そうした考え方の中でこの地元要望も進めて

いきたいということを思っているところであります。 

 そして、この周辺対策の他の地域での話もございましたけれども、まさに周辺対策というこ

とは、いろんな環境組合、あるいは私どもの事業を進めていく中でも言葉としては使われてい

るわけでありますけれども、以前の御質問の中で斎苑は不快施設でないという村上議員のお考

えもお聞きをしているわけでありますけれども、総体的にどうした施設がどのような考え方で

いくかということは私どもも十分掌握をしているわけでありますので、そうした点、十二分に

今後も検討の中に含めながら事業を進めてまいりたいと思っているところであります。 

 他の答弁は担当からさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それでは私の方からは、市政についてでお尋ねの３点目の御答弁、それから大項目３の市民

農園の復活についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 議員質問の中で、ある地区ということで、はっきり地番等を申されませんでしたけれども、

質問趣旨の中で議員がお住まいの地においてと申されておりましたので、善太新田町ではない

かということで推測させていただいてお答えをさせていただきます。 

 この善太新田町で旧佐屋町時代に、水路のしゅんせつ土の一時置き場として、地主である個

人の方と土地の賃貸借契約を結んできております。その当時、悪臭等で日常生活に支障を来し

ているといった苦情は受けていないと私の方は聞いております。また、そうした苦情があった

とするならば、旧佐屋町時代においても何らかの対応がされていたんではないかなというふう

に思います。17年４月１日に愛西市となりましたけれども、この愛西市になってから、水路の

しゅんせつ土等につきまして、そこへ搬入はしておりません。したがいまして、周辺対策につ

いては考えておりません。御理解をいただきたいと思います。 

 ただ、議員質問趣旨の中で言っておみえになりました、総代等から要望が出た場合というよ

うな御質問の趣旨もございましたが、一般論として申し上げるのであれば、地元の総代さん等

から提出された要望につきましては、どこどこの地区といった地区指定に限らず、その内容に

ついて検討し、対処をしていくべきものであろうというふうに考えております。 

 それから市民農園の関係でございますが、これは旧佐屋町時代から愛西市になっても引き継

ぎました稲葉町地内における市民農園、これは地主さんからの返却の申し出がございまして、

平成20年３月末をもって返却をいたしました。それ以来、質問趣旨の中でも言っておみえにな

りますように、市の市民農園としては持ってございません。この返却の話がありましたときに

他で一、二ヵ所当たった経緯がございますけれども、色よい返事がいただけなかったというこ
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とで、先ほど申し上げましたように現在に至っておるわけでございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、そういった状況からすると、現在、市民農園の復活

は難しいのではないかなというふうに思っております。といいますのも、皆さん個々人で、い

ろんな方を通じまして土地の一部をお借りになったり、プランターなどで栽培をしておみえに

なる方が多いやに聞いております。いずれにしましても、法手続上のことがございますし、一

番重要となります土地所有者の意向がどうかという問題があるため、難しいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは私の方からは、今後５年間の財源設計等の方針についてお答えをさせていただきた

いと思います。 

 先ほど議員御指摘のとおり、本市は合併して５年がたちまして、平成22年度から本格的に大

規模プロジェクト事業が実施の段階に入っていきます。そして一方では、これも議員の方から

先ほど御発言にございましたように、いわゆる景気低迷による今後の減収、それから国におい

ては政権交代による国の今後の施策等、以前にも増して先の読めないといいますか、そういう

状況であることも事実でございます。 

 そして、今後５年間の財源設計等の方針についてでございますが、私ども愛西市は、御案内

のとおり、集中改革プランにおきまして平成27年度における財政指標の目標数値を設定してお

ります。これを堅守することが私ども市にとって持続可能な財政運営につながるものと現時点

では考えております。そして財源設計といたしましては、過去５年間、有効な合併特例債を活

用するとともに、積極的に一方で基金造成を行ってまいりましたことも事実でございます。そ

して、今後５年間の先ほど申し上げました大規模事業実施、先ほど議員の方からもいろんな事

業を例として挙げられましたけれども、そういった大規模事業の実施におきましても、いわゆ

る合併特例債並びに今まで積み立ててきました基金を有効に活用していきたいというような考

えでおります。 

 また、今後５年間に限定するという考え方だけではなく、持続可能な財政運営のためには、

当然ながら歳出における経常経費のより一層の削減に取り組むことは当然必要でありますし、

同時に、有効性評価に基づく事業の取捨選択、あるいは限られた財源の有効活用を図っていく

ことが肝要であろうかというふうに現時点では考えております。 

 そして最後の、26年度末の市債残高見込みの関係で御質問をいただきましたけれども、今後

の事業費、現在の利率等、不確定な状況もございますけれども、一応あくまでも推計見込みと

いうことで御承知がいただきたいと思います。一般会計におきましては平成26年度末で約175

億3,000万円、公共下水道を初めとした特別会計におきましては平成26年度末で約116億円、合

わせまして愛西市全体の26年度末での市債の残高は約291億3,000万円になるのではないかとい

う見込みを立てております。以上でございます。 

○副市長（山田信行君） 

 それでは私から、４点目の職員提案制度についてお答えをさせていただきます。 
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 この制度は、職員の創意工夫を奨励いたしますとともに、あわせて事務能率や職員の政策形

成能力の向上につなげていくものでございます。よって、ひいてはそれが市政の発展に寄与す

ることを目的としておりまして、先ほど議員がおっしゃられた趣旨に沿っての制度を設けてお

ります。 

 議員は平成17年からの実施状況をお尋ねでございますが、制度として設けましたのは昨年の

８月からでございまして、まだスタートしたばかりでございます。昨年８月に初めて実施をい

たしまして、これが職員の意識改革にもつながるものだと私どもとらえておりまして、新しい

取り組みとして、この８月を推進月間として私ども提案を受け付けてまいりました。しかしな

がら、予想に反しまして、出てきた提案は８件でございました。 

 実績といたしましては、この１回だけでございますので、十分な成果がまだ上がっていると

ころまでには至っておりません。出てきました提案書の内容につきましては、その内容を審査

する場といたしまして職員提案審査委員会というものを設けておりまして、そこで各委員が所

定の基準に基づきまして採点をいたします。その採点結果によりまして、優秀賞以上の提案に

つきましては、それぞれ所属の担当課におきまして事務事業の実施に向けた検討を進めていく

ということになっております。今回の８件の中では、審査の結果、１件が努力賞に入っており

ます。この努力賞といいますのは、60点満点の中で36点以上の点数を取ったものが努力賞とな

っております。今回この努力賞に選ばれました提案につきましては、所管の部署でさらにこの

内容を煮詰め、事務事業に反映できるように今働きかけをいたしているところでございます。

実績といたしましてはそういうことでございます。以上でございます。 

○１０番（村上守国君） 

 御答弁いただきましてありがとうございました。特に市長さんからの答弁内容でございます

行政の役割につきましては、市長さんの現在のお考え、それから将来に向けての行政のあり方、

それから心意気、それから地方自治法、いわゆる法に定めております行政とのつながり等々を

述べていただきまして、ぜひ今後とも市民のために御尽力、御努力をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 では、一、二質問をさせていただきたいと思います。 

 １点目でございます。西保町地内に斎場建設を受け入れていただきました関係で、私が表現

として「交換条件」というような言葉を申し上げました。これにつきましては、今までの何々

検討委員会等々におきましてもそのような言葉を申し上げてまいりましたし、不快施設の要す

るに交換条件というような内容でありましたので、私の頭から離れないために、このような表

現をさせていただきました。 

 今市長さんが言われましたように、これは決して西保町地内に不快施設、いわゆる斎場を受

け入れていただいた関係で、要するに条件として地元の御要望である施設を建設するというこ

とではないということを今お聞きしたわけでございます。私はそれが一番正しいやり方であり、

いわゆる愛西市の行政運営上必要である施設だから、市江地区、いわゆる西保町地内の方に建

設をするんだというようなお考えに私は受け取りましたので、それが間違いなければ、そのよ
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うな形でぜひ今後も計画を進めていただきたいと思います。 

 それで一つ、この件に関しまして、担当部長さんで結構でございますが、この要望に対しま

して、例えば平成22年度の当初予算に調査費等々計上されておられるのか、お尋ねをしたいと

思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 先ほどの御質問でございますけれども、一応、若干の事務費的なものは一応計上させていた

だいております。と申しますのは、先ほどお話がございましたように、仮に市全体のコミュニ

ティセンターの計画を立てるにしても当然事務費は必要になってきますので、若干の事務費は

一応今回の予算に含ませて計上させていただいているというふうに理解しております。 

○１０番（村上守国君） 

 いよいよ斎場建設も本格的に動くわけでございますので、やはり愛西市の市民の方々の関心

というのは非常に高いわけでございますので、現在の地元要望の関係等々につきましても、や

はりいち早く計画され、いち早く市民の皆様方に御理解をいただくような発表等々計画を進め

ていただくように要望しておきたいと思いますので、お願いいたします。 

 続きまして、私どもの地内にありますヘドロ置き場の関係等でございます。これは私は、先

ほど市長さんがお答えいただきました、斎場建設受け入れに伴う交換条件と、いわゆる不快施

設だから地域周辺のそういうような地元要望の期待があるんだというような関連事項でござい

ますので、これにつきましては若干私の考えておりましたことと市長さんの答弁内容と違いま

すので、これをあえて私どもは強く要望いたしません。 

 ただ一つ、担当部長さんにお尋ねをするわけですけど、地域から何も苦情がなかったとか、

状況把握をしていなかったとか、そういうようなことでは僕はちょっと行政庁の答弁としては

ふさわしくないような気がします。では、このヘドロ置き場の設置者はだれだというようなこ

とをひとつ、当然、愛西市が僕は設置者だと思いますよ。ですから、たまたま個人の土地をお

借りしまして自治体がそこへヘドロ置き場を置いているということでありますから、当然、常

日ごろの管理というのは、別に地元から何ら苦情がなくても、見回りしたり、状況を把握する

という、それは最低の僕は責任義務だと思いますけど、違いますか。 

 それと、たまたま私、14年、15年と２年間、地元の総代をやらせていただきました。ですか

ら、このヘドロ置き場等々につきましての情報というのは当然行政の方へ、私自身が持ち上げ

ておりましたので。それが例えば受付簿等で管理されて、要するにそういう苦情等が共有され

ておるのかちょっと私は心配をしておるところでございますけど、現在は、例えば苦情とか喜

ばしいことでも、いろんな要するに住民からのお声が行政の方へ上がってくるかと思います。

それを例えば全職員が共有するような仕組みというのはどうなっておるのか、ひとつ参考まで

にお尋ねをいたします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 まず、状況把握をしてないんじゃないかというお話が１点ございましたが、草の伸びが大変

高くなってといいますか、草の背が高くなってということで、それについて草刈りをしてほし
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いという、そういったことで草刈りをしたというのは私も愛西市になってから状況を把握して

おりますので、ただ、１回目の御答弁でも申し上げましたように、愛西市になってから水路の

しゅんせつ土はあそこの場へは置かせていただいておりません。１回目の御答弁でも申し上げ

ましたような御答弁になっております。 

 それから、私の方から御答弁するべきかどうかわかりませんが、２点目にあった、住民から

の声について職員間の共有はどうしているんだというお話でございますが、当然、いろんな部

署、部署でいろんなお話が住民の方から出ていることは実際あるだろうと思います。その部署、

部署でそれについて対応しておりますし、私が所管の経済建設部で申し上げれば、今、各課長

に申し上げていますのは、朝礼等をいつも課単位で開いておりますが、そういった場で、こう

いったようなお話があったよとか、いやいや、それについてはこういうふうに対応したよと、

そういったような、いわゆる情報の共有を課員でし合うように指示をしております。他の部署

についても同じようにそういったことがなされていると思っております。よろしくお願いしま

す。 

○１０番（村上守国君） 

 確かに平成17年度から法律が改正されまして、いわゆるヘドロそのものについては搬入をさ

れていないというような内容かと思いますけど、要はこれは平成５年度からの始まりでござい

ますから、合併という一つの大きな変革はございましたけど、当然、町から市になれば事務事

業等々については引き継がれておられると思いますので、それは一つの担当による逃げだと思

いますよ。そういう点については気をつけていただかないといけません。 

 それと、いわゆる住民からの苦情等々についての共有的なものについては、部署でそういう

ふうにおやりになるのはどうかなという感じはいたしますけど、そうなりますと、これは当然

市長さんまで報告する事項等々案件もあろうかと思いますので、いわゆる今後の事務改善じゃ

ございませんけど、いわゆる市の職員の対応として、そういう事案についてはどのような対応

をすべきかというのをやはり事務管理課等々で一遍検討していただいて、誤りのないようにや

っていただきたいと思いますので、ひとつお願いをしておきます。 

 それと、市民農園の復活の関係でございます。 

 これにつきましては、私としては非常に不満な回答でございますけど、いわゆる私は、市民

農園の開設目的は耕作放棄地を解消すると、農地の有効利用を図るのが第一でありますね。で

すから、ここで今質問の趣旨で申し上げましたように、例えば放棄されているような土地を所

有者が市へ無償で貸し付けて、無償で要するに提供して、市が中心となって耕作をしたい方に

お貸しするというような、僕はそういう趣旨の要するに質問内容であります。ですから、もう

少し真剣に取り組んでいただきたいなというような、いわゆる耕作放棄地、いわゆる荒れ地が

どんどんふえているような状況の中で、それをいかに解消するかというのは、やっぱりこれは

行政の責任だと思いますよ、私は。 

 それで、これはこういう場で御披露してよろしいかどうかわかりませんけど、私が12月の定

例会において耕作放棄地の解消対策について一般質問させていただきました関係につきまして、
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その質疑の内容について、２月末に佐折町宮寺にお住まいの農業経営者の方からお手紙といろ

んな資料を送っていただきました。内容を見ますと、一つは、平成20年度、国が全国で実施い

たしました耕作放棄地全体調査では愛西市の耕作放棄地は「なし」、いわゆるゼロと調査報告

が県・国の方へされておるそうですね。行政の対応に非常に疑問と、将来の農業行政に不安を

抱えるという内容でございました。 

 それで、これについて、耕作放棄地がゼロというような結果につきましてそれとなく私も調

べてみましたら、やはり愛西市の場合、そのような報告がされ、たまたま農業委員が中心とな

って全体調査を行ったときに、12月の定例会においては、この場所において行政側の調査結果

によれば10万1,205ですか、農地の荒れ地があるということを発表されておりますので、この

今の県へ報告された調査内容と我々にお知らせいただいた荒れ地の面積と大きな食い違いがあ

るというのが僕はちょっと心配をしておるわけでございますけど、これは今回はたまたま手紙

をいただいた内容の一つということで発表させていただきました。 

 それともう一つは、耕作放棄地対策協議会を設立し、国からの交付金を受け、耕作放棄地の

再生に向けて今すぐ取り組むべきではないのかというようなお手紙の御忠告をいただいたわけ

でございます。これにつきましては、私も要するに一農業者として全く同感であるわけでござ

います。 

 そこで、担当部長さんにこの件についてお尋ねをするわけですけど、市内至るところに農用

地の荒れ地が目につきますので、皆さんには目に入らないんでしょうかね。また、こういう耕

作地、荒れ地を何とかせねばいけないという気持ちにならないのか。率直な御意見を、部長さ

んの個人的な意見でよろしいですから、言ってくださいませ。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 村上議員にもお答えをさせていただいた覚えがございますし、ほかの議員さんからもそうい

った農地の荒廃状態を心配されて御質問されて、遊休農地、耕作放棄地とはといった定義づけ

の文言まで質問でお求めになって、その折にも私はお答えをさせていただいているかと思いま

す。 

 国が進めております耕作放棄地対策協議会、こういったものを設けてそういった土地を農地

へ復元すると、そういった交付金の支給がされるわけですが、それには一定の耕作放棄地とは

何ぞやという定義づけがしてございます。12月議会であったんではないかなと思いますけれど

も、伐根、根を抜いたり、木を切ったり、覆土、客土、そういったことをして農地にすると、

そういった要素があるものを耕作放棄地とし、なおかつそれについてお国の方から交付金とい

う形でお金が出てきます。 

 ただ、三河の方で、私も直接担当の方へ電話をかけてお聞きしました。半田市でしたか、ち

ょっと２市ばかり電話をおかけしたんですが、仮にお金を投資してそれをやったとしても、農

地に復元した後、いわゆる農業の担い手となる担い手者がその耕地をきちんと農地として耕作

をしていかれなければ、結局またもとのもくあみで戻ってしまうということでした。担い手の

御意見等、いわゆる荒れた状態の土地を仮に復田した場合に、実際お守りが、言葉として適切
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な言葉ではないかもわかりませんが、農地として耕作をしていっていただけますかというと、

一区画例えば50アールとか70アールとかまとまっていないと、例えば10アール１反当たりぽつ

んと１ヵ所、また四、五百メーター行ったところで10アール１反ぽつん、また遠くへ行って10

アール当たり１反ぽつんでは、いわゆる農業としての効率が上がらないので、それであれば私

ども担い手としてはよう農地としてのお守りをさせていただかないと、そういった関係があっ

て大変難しいとのことでした。また、地主さんの方は地主さんの方で、お年寄りの方なんかに

ついては、農地解放時、土地を貸してしまうと、これも適切な表現で言葉としていいことない

かもわかりませんが、土地を取られちゃうという感覚になってみえる人が、やっぱり地主さん

の中でも、特に年配の方は多いそうです。その辺をきちんと説明しながらやっているんだけれ

ど、いずれにしても一区画大きな農地としてまとまらないと、実際、担い手がその農地を耕作

地として見てくれないということでした。そういった点で大変問題がありますが、国の基準で

言う耕作放棄地を解消するための耕作放棄地対策協議会を私どもの市は立ち上げた以上、頑張

っていきたいというふうに担当の方は言っておみえになりました。 

 だから、先ほど議員がおっしゃるように、私も先祖伝来の土地を少しですけれども先祖から

譲り受けて持っておりますが、守っていくというのは大変でありますし、そういった同じ立場

にあって、たまたま御高齢になってみえる地主さんが耕すことができずに草生え状態、そうい

った状態にやむを得ないのかなと思いながら、何とか農地として持っていただけないかなとい

う思いは、議員の質問の趣旨の中で述べておみえになりますとおり、私もそういうふうには思

っております。ただ、先ほども申し上げましたように、12月議会、それから９月議会でしたか、

そのときでもお話が出たと思うんですが、お国が出されるような交付金を対象にした耕作放棄

地対策協議会なるものと、今回の私どもが、議員から御質問があった位置づけのものとは違う

ということで御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○１０番（村上守国君） 

 今部長さんが言われることは私自身もよく理解しております。ただ一つ、今の状態でこれで

よいのかというのが私は原点だと思いますよ。ますます悪くなることは、はっきりわかり切っ

ている話ですね。ですから、これは別に行政だけでやってくださいということは一言も言って

ないわけですね。例えば我々地元の農業団体が協働でやりましょうと、あるいは集団営農組合

が愛西市には11団体ございますよ、そういうところが積極的に協力しましょうというような、

いろんな考えを持っているわけですね。そこを行政庁が門戸を閉じてしまえば、何ら前へ進む

ことはできないと思いますよ。 

 ですから、私は今の皆様方の、特に行政を担当してみえる方のお考え等々を毎回聞いており

ますと、非常に将来の農業行政というのは不安だなという感じをするわけでございますけど、

要は何らか対策を考えながら前へ前へ進まないことには、僕は物の解決はできないと思います。

特に今回の耕作放棄地そのものにつきましては国がある程度助成しましょうということを言っ

ているわけでございますので、例えば財政の厳しい中であっても、要するにその持ち出し部分

というのはまずないわけでございます。あとはいかに再生に向けた土俵をつくるかということ
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だと私は思っておるわけでございますけど、いつまで部長と話をしておっても平行線でござい

ますのでこれで終わりますけど、要は、自分の抱えている事務分掌をよく理解し、検討してい

ただいて、農業経営者の方、あるいは市民の方がいかように対策を講じたら喜ばれるかという

ことを真剣にひとつ取り組んでいただきたいと思います。 

 それともう１件、副市長さんにお尋ねをするわけでございますけど、職員からの提案制度に

ついて、これはたまたま８月の月間におきましては８件というような提案があったと。私はこ

れは非常に、職員の皆様方が真剣に取り組んで、たまたま強調月間に８件も提案されたなとい

う、僕は一つのいい期待を持っているわけでございます。私も現職のときにはいろんなそうい

う職員からの提案制度そのものが仕組みとしてございましたので、要は提案制度、いわゆる職

員の方がアイデア等々を何事においても出していただけるような雰囲気づくりというのが、や

はり幹部の皆様方には一番大切かなというような感じがするわけでございます。幹部の方が一

つのアイデアを示してしまうと、要するに職員の皆様方はやる気がなくなるとか、いろんなこ

とが考えられるわけでございますので、その提案されましたものを一つでも多く行政運営に役

立てていただきたいというのが私の願いでございます。 

 それで、提案というのは、それぞれ自分が抱えておる事務分掌について改善すべきこと、あ

るいは考案すべきことを当然出してくるような感じがするわけでございますけど、ひとつでき

ましたら、年度が終わりまして、審査会のみならず、我々要するに一般の住民においても、ど

のような職員からの提案がされ、どのような行政効果が生かされるかというようなことも広報

等々で発表する機会をぜひつくっていただきたいと思います。 

 ただ１件、副市長にお尋ねをするわけでございますけど、８件のうち１件は要するに努力賞

で採用しましたよと。あと７件については、なぜ提案制度に値しないような内容であったかと

いうことを少し触れていただけませんでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 何かといい御提案をいただいて私ども感謝しております。御指摘のありました公表をしてい

くような面につきましても、これから配慮していきたいと思います。 

 なお、今回、８件あった中で１件が努力賞に該当し、あと７件についてはいずれも36点以下

の評価であったということでございますが、そういった関係について、なぜ点数が得点されな

かったかという点につきましては、実現性の問題だとか、経費の問題、またその他、そういっ

た事情からこういった努力賞以上の採用にならなかったというふうに判断をいたしております。 

○１０番（村上守国君） 

 どうもありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて10番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は11時５分再開といたします。お願いいたします。 

午前10時52分 休憩 

午前11時05分 再開 



－１４０－ 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位２番の15番・小沢照子議員の質問を許可いたします。 

○１５番（小沢照子君） 

 議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして大項目４点について質問をさせて

いただきます。 

 １項目めは、国民読書年の本市の対応についてでございます。 

 ある自治体が成人式で新成人に本を贈る試みを始めたことを知り、その発想のすばらしさに

大変感銘いたしました。最近は活字離れといって、特に若い人が本や新聞などを読むことが苦

手、あるいは嫌いという人がふえているようで、やはり子供のころから良書に親しむ読書習慣

が大切だと言われておりますが、現在、本市は子供たちの読書活動を推進するための計画が未

策定であります。昨日配付されました計画等の策定状況の中には、（仮称）子ども読書活動推

進計画が「検討中」となっております。国民読書年の本年でございますので、早急に計画を策

定し、読書活動の推進に取り組むべきだと考えますが、御見解を伺います。 

 また、人生の節目の例えば誕生、成人式、敬老会などのお祝いに市民の皆さんに本の贈呈を

提案いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。そのほか、国民読書年の本年、市行政とし

て何か例年と違った対応があると思いますので、お聞かせください。 

 大項目２点目、道の駅立田ふれあいの里の現状で、経営体制と業務内容について数点お伺い

をいたします。 

 １点目に、現在の会員数と会員数の推移について、平成19年、20年、21年の三つの部会トー

タルでお願いいたします。 

 ２点目、立田ふれあいの里運営連絡協議会の構成と役割について。 

 ３点目、純利益の額と、その処理方法はどのようにされているのか、お伺いいたします。 

 ４点目、指定管理業者の選定方法と業者の契約業務内容について。 

 ５点目、本市が運営連絡協議会及び道の駅に投入している項目別予算額と執行目的について

お伺いいたします。 

 ６点目、販売商品の食品に対する、より安心な品質チェックはどのようにして行われている

のか、お伺いいたします。 

 ７点目、本市の道の駅の全般にわたる責任範囲はどのようになっているのか、お尋ねいたし

ます。 

 ８点目、会員の高齢化に伴う会員の確保と、販売する野菜や果物の確保できる量が減少する

のではないかと思われますので、展望をお願いいたします。 

 ９点目、これからの道の駅のあり方。 

 合計９点についてお尋ねをいたします。 

 大項目３点目でございます。ごみ袋販売価格の値下げについてお伺いいたします。 

 １点目に、平成20年度のごみ袋と粗大ごみシールの仕入れ単価と合計の仕入れ金額、販売手
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数料、販売金額を種類別に伺いたいと通告をいたしましたが、これは先日資料をいただきまし

たので、時間の関係で御答弁は省略していただくようお願いいたします。 

 ２点目に、稲沢市のごみ袋の販売価格は10枚95円、本市は10枚200円でございます。すなわ

ち、稲沢市のごみ袋は本市の半額以下で購入できるわけです。稲沢市のごみ袋の販売方法を取

り入れれば本市も値下げが可能となりますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、

御見解を伺います。 

 大項目４点目に、行政改革の実績と今後の計画についてでございます。 

 市長がこれまでの５年間で実施されました行政改革はどのようなものがあり、また任期中の

あと３年間にぜひとも改革したいものには何があられるか、お伺いいたします。 

 以上、大項目４点、簡潔な御答弁をよろしくお願いいたします。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 それでは私の方から、国民読書年の本市の対応はということで御答弁をさせていただきます。 

 子ども読書活動推進計画についての御質問でございますが、この御質問のとおり、未策定で

ございます。子どもの読書活動の推進に関する法律では、目的、基本理念で、子供の読書活動

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子供の健やかな成長に資することを

目的とする。また、すべての子供があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を

行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならないとなって

おります。計画の作成については、計画を策定するよう努めなければならないとなっておりま

す。 

 現在の社会では、テレビ、ビデオ、インターネットや携帯電話などの普及によりまして、メ

ディア情報や生活環境が変化をいたしております。子供の興味や関心が多様化をいたしまして、

読書離れが進んでいるとも言われております。読書の大切さは今さら申し上げるまでもありま

せんが、現在私ども図書館等では、小さいときから本や資料に親しめるよう、季節ごとに本の

企画展示を行ったり、定期的な読み聞かせ会、体験事業といたしまして子ども図書館員、手づ

くり工作、夏休み・冬休みに子ども映画会などを行っております。また、市のホームページに

は子供向け新刊図書も紹介し、本の内容を説明するなど各事業を行っております。また、学校

との連携を図り、図書の団体貸し出し、図書館見学、図書分類の説明、職業講和など、いろい

ろ行っておるところでございます。事業の中でも子供たちと図書館とのつながりを持っていた

だいておるのが現状でございます。 

 ことしは読書年ということで、学校とのタイアップ強化を図って、団体貸し出しや学習サポ

ートなどを強化したり、図書館を使った事業などをサポートしていきたいと考えております。

先ほどありました国民読書年に関した展示を行い、読書推進を進めるなども考えておるところ

でございます。これらの事業を通して進めておるところでございますが、先ほど来お話のあり

ます子ども読書活動推進計画につきましては、現在、他市町村の状況等もお聞きしながら検討

中でございます。早急に進めていかなければならないとは考えております。よろしくお願いを

したいと思います。 
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 先ほど成人式等につきましてお話もございましたが、成人式につきましては、新成人の代表

者にある実行委員会において、新成人の意見を取り入れて、記念品としてクオカードの贈呈を

実施しております。このクオカードと申しますのは、全国共通のプリペイドカードでございま

して、コンビニエンスストア、書店、ファミリーレストラン、ドラッグストアなどの加盟店が

使用ができます。気に入った本の購入にも御使用がいただけると思っております。 

 次に、市民に本の贈呈をということでございましたが、中央図書館、佐織図書館では、毎年、

本のリサイクル配布を行っております。一般市民の方から提供していただいたものや図書館で

の除籍した本を無料で配布して、市民の方々に活用をしていただいております。佐織図書館で

は、昨年12月12、13日でございましたが、市民の方に1,371冊の本をリサイクルしていただい

たということでございます。中央図書館でも３月13日から28日までの間で行います。ぜひ皆様

にも御来館していただきたいと思いまして御紹介をさせていただきました。以上でございます。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 まず、御質問、道の駅の関係で状況を御理解いただかないと、予算関係も聞いておみえにな

りますので、まずそれを簡単にお話ししたいと思います。 

 道の駅、現状は御存じだと思うんですが、駐車場とトイレと直売所と商工会館がございます。

この三つを称して道の駅立田ふれあいの里と申しておりまして、駐車場等は道路敷で、これは

県との協定で愛西市が管理をしていくことになっております。直売所の関係が指定管理者とい

う形をとっておりますし、商工会館は商工会でその管理をいたしております。それをまず頭に

置いていただいた上で、御答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目、21年度の会員数ですが、153人です。20年度は151人、19年度は152人でござい

ます。 

 協議会の構成と役割ということでお聞きでございますが、この協議会は、運営を円滑かつ効

率的に遂行するために、産直部会と商工部会と輝きネット部会の三つから成り立っておりまし

て、協議会自身、役員が12名おりまして、その役員の中で、産直テナント従業員の接客指導を

する人事管理の担当部門と、イベントの開催・ＰＲ等を主に行う企画事業部門と、のぼり旗、

中日旗を掲げておりますが、こういったものの屋外管理と、それから搬入・搬出の徹底をさせ

る屋内管理部会と、こういうような役割分担をもってその役割を担っております。 

 それから、純利益の額とその処理方法ということでお聞きでございますが、まず結論から申

し上げると、純利益は20年度で申し上げます。827万8,076円でございます。これは事業税とか

法人税とか、県民税とか市民税、４税の433万100円を除いた後の数字でございます。それで、

この純利益をどういうふうにしていくかということでございますが、この直売所等を立ち上げ

てから５年等経過してございますので、当初、立田村時代、建物と一緒に購入した機器等もご

ざいますが、傷んできておるものもございますので、指定管理者の方で買いかえだとか、ある

程度、新たにこういうものが欲しいというものはその中の駅で購入していくと。それからあと

は、パートさんとかそういった人を雇っておりますので、そういった人件費への運転資金、こ

ういったものに回すという形で伺っております。 
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 次に４点目ですが、指定管理者の選定方法と業者の業務内容についてお聞きでございますが、

これにつきましては、16年12月に竣工してすぐスタートしまして、スタート時点から指定管理

者制度を導入してございます。そのスタート時点も、立田ふれあいの里運営連絡協議会、これ

が指定管理者という形でなっておられます。愛西市になってから１回、再度、指定管理者の手

続の関係がございましたけれども、これは愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等

に関する条例に基づきまして、選定委員会において審議をして、その後、19年の12月議会に御

議決をいただいて、再度、指定管理者は立田ふれあいの里運営連絡協議会という形になってお

りますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、予算をお聞きでございますが、先ほど申し上げたようなことをちょっと頭に浮か

べていただいてお聞きをいただきたいと思います。21年度の予算で申し上げます。まず道の駅

の関連では1,269万3,000円でございます。その内訳は、駅長の賃金が57万円、旅費が４万

9,000円、需用費が505万8,000円、役務費が５万1,000円、施設関係の委託料等が630万円、そ

れから使用料及び賃借料が１万5,000円、負担金として65万円でございます。 

 あと、安心な品質のチェックについてお聞きでございますが、これにつきましては、監督機

関の指導の遵守と勉強会を実施しておみえになります。主なものを申し上げますと、協議会独

自で週１回、役員を班長としまして会員五、六名によって、農産物、食品等の巡回の監視を実

施してみえます。そして、生産農家会員等に対しましては県の農業改良普及課の協力を得られ

まして農薬の取り扱いについての勉強会、それから食品販売会員に対しましては、保健所の指

導に基づく食品の表示、賞味等期限の表示、そういった表示の徹底を図るようにといった指導

をしてみえます。またあと、食品業者、テナント関係の会員でございますが、保健所の食品衛

生指導員による指導を３ヵ月ごとに巡回指導という形で受けておみえになります。 

 責任範囲の関係をお聞きでございますが、これにつきましては、愛西市立田地域交流拠点施

設指定管理者協定書というものを交わしてございますが、その協定書の第14条の中に明記がし

てございます。よろしくお願いします。 

 ８点目でございますが、高齢化の関係で販売する関係の量が減少するんではないかというお

聞きでございますが、大変ありがたいことに、限られた売り場のスペースの関係で希望者が全

員というわけにもいきませんので、現在、道の駅直売所の方へ入れたいという会員の順番待ち

の方が25会員ほどお見えになります。そういった状況、それから、かなり農業に力を入れてみ

えて、若い後継者になってみえる方が実際会員にも多くなっておみえになりますので、そうい

う状況からすれば、そういった御心配も何とか問題なくいけるんじゃないかというふうに考え

ております。 

 また、先ほどの若手の関係の一例を申し上げますと、イベント事業に対しまして、協議会の

中で若手の会とか、ふれあいの会とかといった会の創設を、いわゆる会員の中の家庭に見える

若手の関係から声が出て、今、立ち上げる形に至っているというふうに聞いておりますし、一

方では、20年８月20日の中日新聞の掲載もございましたが、野菜ソムリエの資格を取得したい

わゆる若手後継者のお嫁さん、こういった方が４名会員の方にお見えになりますけれども、そ
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ういった方に、直売所へお見えになったお客さんに新しい野菜の名前とか、どうやって料理を

するとおいしく食べられますよとかいったようなアドバイスもしていきたいというような申し

出もあるやに聞いておりますので、そういった実情を申し上げて、御答弁にさせていただきた

いと思います。 

 それから最後になりましたが、道の駅の今後のあり方についてお尋ねでございますが、道の

駅といいますのは休憩施設、地域振興施設が一体となったものでございまして、愛西市では唯

一、道の駅という形で立田ふれあいの里がございます。この道の駅の機能を十分に生かして、

愛知県の西の玄関、そういった地理的なことを生かしまして、道路利用者のための休憩機能、

それから道路利用者や地域の人々のための情報発信の地として、また道の駅を核として、消費

者、産直者、そういった地域間同士が連携し合うことによって、さまざまな情報の発信、交流

の拠点という施設になっていくように考えております。よろしくお願いをいたします。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 それでは私の方から、ごみ袋の値下げということでの御質問でございますが、簡単にお答え

させていただきます。 

 愛西市におきましては、合併前より４町村がごみ袋の有料化を行った当初から、ごみの減量

意識を持っていただくため、またごみ処理経費の一部を負担していただく考えがありまして、

このような値段をつけさせていただいております。また、新年度におきましても、ごみ処理費

として11億3,000万ほどの計上をさせていただいておりますので、御理解がいただきたいと、

このように思っております。 

○市長（八木忠男君） 

 小沢議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 村上議員に申し上げましたが、小沢議員さんにおかれましても今期で勇退ということであり

ます。今日までの市政への御支援、御協力、そして御尽力に対しまして厚くお礼を申し上げさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 市になって５年間でどんな改革をしてきたかと、そして今後はということであります。 

 まさに合併をして、組織もいろんな内容も拡大をした中で、住民・市民の皆さんに痛みを伴

うお願いもしてきておりますし、全体を見て平成18年愛西市行政改革大綱を策定し、第１次推

進計画を第２次に今御報告をさせていただいているところでありまして、具体的にどんなこと

をしてきたかという御質問でありますので、羅列をさせていただきたいと思っております。 

 最初に、行政経営の中で、行政評価システムの構築をしました。指定管理制度、あるいはＰ

ＦＩ手法の導入、またパブリックコメント制度、市民会議の設置、あいさい出前講座など、ま

た各種補助金の見直し、そして各種利用料といいますか、保育料、水道料、介護保険料などの

見直し、そして職員の勤務体系、組織・機構の意識改革もあわせてのそんな導入をしてまいっ

たところであります。 

 そして次の、残り３年間の御指摘でありますが、まさにこれも、今申し上げましたそれぞれ

の内容も含めてでありますけれども、まだまだ上下水道などの料金体系の見直し、あるいは組
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織・機構の見直し、本庁舎のあり方の見直し、あるいは職員の意識改革などはまだまだ続けて

いかなくてはいけないと思っておりますし、先ほども御指摘いただきました、持続可能な行財

政改革もあわせて進めてまいりたいと思っております。いずれにしましても、次世代の皆さん

に禍根を残さない、喜んでいただける、そんなまちづくりを進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○１５番（小沢照子君） 

 御答弁漏れかと思いますけれども、国民読書年の本市の例年と違った対応があると思います

ので、それをお聞きしたいということを申し上げましたけれども、何かありませんか。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 失礼をしました。先ほどもお話ししたと思うんですが、学校とのタイアップ強化を図りまし

て、団体貸し出しや学習サポートなどを強化してまいりたいと思っております。図書館を使っ

た事業などをサポートしていきたいという考え方で進めております。 

○１５番（小沢照子君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、最初の１項目めからお願いをいたします。（仮称）子ども読書活動推進計画でご

ざいます。これは計画をしなければならないと、先ほども御答弁の中にございました。他市町

村の状況を見てということでございますが、なぜ状況を見なければ策定ができないんですか。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 先ほど申しましたように、他市町村の状況等を見ておりまして、それらを参考にこれを計画

しておるわけでございますが、実際には、子供さんと申しますか15歳以下の方のアンケート、

保護者へのアンケート、それらを見て計画策定をしていかなければなりません。したがいまし

て、時間が少しかかるということで他の市町村からも聞いておりまして、それらを検討した中

でお願いをしておるところでございます。 

○１５番（小沢照子君） 

 本年が国民読書年ということは、きのうやきょうわかったわけではございませんね。前々か

らわかっておりましたけれども、他の市町の状況を聞いたり見たりしなければ策定ができない

ものではないと思います。ですので、これは早急に、ぜひとも22年度中には策定をしていただ

きますよう再度お願いをいたします。いかがですか。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 心してお伺いをいたしました。 

○１５番（小沢照子君） 

 よろしくお願いします。 

 それでは次に、２項目めを飛びまして、３項目めのごみ袋の販売価格の値下げについてでご

ざいます。非常に簡潔な御答弁をいただきまして、ごみ処理費の一部、これはわかっておりま

す。それで、お隣の稲沢市、通告しておりましたけれども、御調査いただけましたでしょうか。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 
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 稲沢市さんにおきましては、販売される販売店が発注をされまして、それを売ってみえます。

稲沢市の規定のサイズとかいろんな要項がございますが、それに合わせたものを販売店がつく

られて、それを販売されているという実態でございます。 

 単価につきましては、それぞれ私ども今、環境組合の方で構成市町村が共同発注を行ってお

ります。そういうことで単価的にも変わっておりますが、それが今言われましたように、販売

価格とはもっと低い価格で仕入れはしておりますが、今言いましたように、処理費の一部を負

担していただくという考えから20円で販売をさせていただいておりますので、よろしくお願い

します。 

○１５番（小沢照子君） 

 例えば可燃の大のごみ袋、これは市の購入単価は10円ちょっとですね。それで販売は１枚20

円になりますね。それで、商工会等の販売手数料等が入っておりますけれども、今、環境事務

組合と共同発注、これは私も旧佐織町時代からシステムをお聞きしておりますのでわかってお

りますが、稲沢市は約６社ぐらいに、規格だけを指示して、そしてお願いしてみえるんですね。 

 それで、稲沢市もごみは焼却してみえるんですよね。それで、ごみ焼却の一部に使っておら

れないんですよね。稲沢市ができて何で愛西市が、稲沢市は10枚95円、10円ちょっとですから

例えば110円とか、そういう価格になぜ愛西市がならないか。今、環境事務組合云々とおっし

ゃいました。私は日常的にヨシヅヤさんの平和店で買い物をするんですけれども、そこへ行き

ますと、愛西市と稲沢市のごみ袋が並べて置いてあります。通路を通りますと、はるか向こう

から大きく「ごみ袋95円」と書いてあるんですね。だから愛西市の人が、ああ、ごみ袋が値下

げになったんだねということで、近くへ行って見ますと小さく「稲沢市」と書いてあるんです

ね。ですので、非常に住民の方が、これはぜいたく品でなく、本当に生活必需品でございます

ので、ごみ袋を使わないとごみは持っていってくれませんので、処分できませんのでね。です

ので、ぜひとも、これは住民の方が「市長さんに言ってよ」というふうに言われるんですけど

ね。本当に、お隣の稲沢市ができて、なぜ愛西市ができないのかと。 

 環境事務組合の共同発注のお話がありましたけれども、何も共同発注しなければごみ袋が市

で買えないわけじゃないわけですので、稲沢市と同じような方法で購入して、職員さんの手間

も省けますよ。業者にお願いして、業者から直で販売店に持ってこられるんですね。それで、

そこで販売をされます。これは本当に行政の手間も省けて、住民の皆さんも喜んでということ

で、これはぜひ値下げをしなきゃいけないと思うんですけれども、仕入れ価格が販売より上回

っているといけませんよ。ですけど半額ぐらいですので、ぜひこれは値下げをしなきゃいけな

いと思いますが、いかがですか。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 確かに言われることはよく御理解ができますが、例えば今言われました可燃ごみですと10円

ちょっとで、今、商工会さんの方で販売していただいておりますので手数料が４円ということ

です。そのほかの袋にしますと、高いものですと、不燃物ですと18円弱になります。そこの中

へ販売手数料４円を入れますと20円をオーバーいたします。そうしますと、種類ごとにいろい
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ろな単価を設定しなくてはいけない場合も出てまいります。それとあと、稲沢市さんにつきま

しては単独で焼却場をお持ちでございまして、そちらの方で焼却をされてみえます。私どもの

方は広域でやっているという関係から、他市町村との絡みもございまして、単独で発注する、

これもできないことはないんですが、今は同一歩調で進めさせていただいておりますので、そ

のようなことで御理解がいただきたいと思っております。 

○１５番（小沢照子君） 

 これは、必ずしも同一歩調で進めなければいけないという決まりはないんですよね。愛西市

が独自で稲沢市さんと同じ販売方法をとるということであれば、それは可能なんですよね。可

能です。ですので、なぜそれができないか。商工会さんの手数料４円、これも手数料をかけて

まで商工会さんにごみ袋を扱っていただかなきゃいけないという決まりもないんですよね。愛

西市がやっているわけですけれども、ですので、何もこういうことを歩調を合わせる必要はな

いと思いますので、合わせるんであれば、稲沢市さんと同じ歩調を合わせていただきたいと思

います。いかがですか。本当に住民は怒っていますよ。同じところで買い物をして、半額以下

と倍と、どうなっているのということで。ぜひこれは取り組んでいただきたいと思います。も

う一度お願いします。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 確かにあれですが、ただ、稲沢市さんと愛西市では規模も違ってまいりますので、枚数的な

ものもあるかと思いますが、一度、私ども単独でという考えになりますと、やはり組合の方の

担当の課長会議とかで一度そういう意見を出させていただきまして、検討させていただきたい

と思っております。 

○１５番（小沢照子君） 

 平行線ですけれども、稲沢市さんが大きい、大きいところはやりにくいんですよね、いろん

なことが。愛西市、小さければよりやりやすいと思います。稲沢市さんは６社にお願いしてみ

えるそうですけどね。それで、価格が安いということは、ビニールの袋の厚みにも関係するん

ですね。稲沢市さんはこういうものですね。非常にプライバシーにも配慮してあるなと。95円

です、10枚。それで、環境事務組合の方も、あれはぽとんと落として破砕して焼却するんです

ね。そうすると、これはすごくエネルギーの消費が少ない、簡単に破砕できるからね。という

ことでメリットもあります。ですので、環境事務組合で、また海部地域で統一したことになる

と稲沢市さんのような販売ができないかもしれませんけれども、ぜひ一度、住民の皆さんの要

望ですので、検討していただいて、これは私は絶対できると思います。はるか遠く、本当に遠

い地域のことじゃない、お隣の稲沢市さんが10枚95円でやっていますからね。今は10円ちょっ

とですけど、この10円ちょっとの価格も下げることはできると思います、業者直にやればね。

ですので、いろいろ検討していただいて、また取り組んでいただきますようよろしくお願いし

ます。 

 次に２点目の、道の駅でございます。るる御答弁いただきまして、ありがとうございました。

指定管理となっておりますけれども、これの販売は、先日も少し御説明を伺いましたけれども、
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運営協議会とかパートさんがやっておられるということですね。それで、この売上金の管理は

どこがやっているんですか。お金の、事務的といいますか、管理。運営協議会がやっています

か。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 売上金の管理につきましては、運営協議会の中でやっておみえです。 

○１５番（小沢照子君） 

 そうすると、委託料が630万とか651万5,000円とか出ていますね。あるいは150万というのも

ありますけれども、あそこの中に商工会さんの建物がありますね、これは何をやっておられる

んですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 商工会館ですので、最初の御答弁のときにも申し上げたんですが、商工会の方で管理をして

おみえになります。中で商工会のいろんな指導がなされているというふうに思っております。 

○１５番（小沢照子君） 

 商工会さんが売り上げとかお金の管理、事務的な管理をやっておられるんですよね。運営協

議会で委託をしておられるんですよね、商工会さんに。そうでしょう。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 最初、この道の駅構想ができましたときには、本来、市街化調整区域であるあの地に商工会

館というのは認められないということで、県の方の補助金等の話もございませんでしたが、こ

ういった直売所を併設するについて、そういった商売上のノウハウを生かして商工会の方に御

指導をいただくということから、あそこへ商工会館ができました。しかし、実際、商工会の方

の実務が忙しいということで、お手伝いはいただいておりますけれども、立田ふれあいの里運

営連絡協議会で人を雇って、その中でいろんな諸事務をほとんど大半その人間が行っておりま

す。 

○１５番（小沢照子君） 

 そういたしますと、私は総会資料をいただきましたけれども、商工会さんに委託料を支払っ

てみえるのは何の委託料ですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それは立田ふれあいの里運営連絡協議会と商工会とのやりとりだと思うんですが、あそこの

商工会館の事務所の一部を、先ほど申し上げたような、ふれあいの里運営連絡協議会が雇った

人があそこの中におらせていただくので、そういった関係で、ちょっとお金の金額まで聞いて

おりませんが、商工会の方へ納めているやに聞いております。 

○１５番（小沢照子君） 

 商工会の方にお金を運営協議会から納めておられるということは、一種の委託料、委託費と

いうふうに書いてありますけど、委託料だと思うんですけれども、その件に関して言いますと、

それはきちんと協定を締結してありますか。運営協議会は愛西市の指定管理先ですよね。それ

で、その運営協議会と商工会さんの契約の締結はしてありますね。 
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○経済建設部長（篠田義房君） 

 すみません。文言で文面をつくってやっているかどうかまではちょっと、申しわけございま

せん、把握いたしておりません。 

○１５番（小沢照子君） 

 それでは私が申し上げます。総会の資料によりますと、平成19年４月１日、庶務、会計、運

営、管理等に関する業務の団体事務契約書を愛西市商工会長と締結する、このようになってお

りますけど、締結されたんですよね。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 申しわけございません。先ほども申し上げましたように、ちょっと把握をいたしておりませ

んので、後ほど確認をしたいと思います。 

○１５番（小沢照子君） 

 これは部長のところからいただいた資料なんですよね。それにこのように、私が書いたんじ

ゃなくて、書いてあります。これを認めてもらわないと次がやれないんですけど、質問が。こ

れは書いてあるんですよ、締結すると。平成19年４月１日にね。そういうふうになっておりま

す。そういたしますと、愛西市立田地域交流拠点施設指定管理者協定書、これは愛西市と協議

会が交わしたものですけれども、この16条に、この事業の主たる部分を第三者に委託し、また

は請け負わせてはならないと。ただし、あらかじめ書面により承諾を得た場合は、この限りで

はないとございますが、愛西市に承諾を得て商工会と協議会は締結されたんですか。その書面

はありますか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 大変申しわけございません、把握をいたしておりません。 

○１５番（小沢照子君） 

 先ほどから把握していない、把握していないという御答弁ですが、大事なことですので、も

しも事故が起きたらどうされますか。締結が交わしてなければ、事故が起きた場合、困ります

よ。 

 じゃあ把握してみえるところで、今、純利益の数字の御答弁をいただきました。18年が

1,000万ちょっと、19年度900万、20年度800万ちょっとございます。それで、19年度に純利益

のうちで1,000万、それから20年度1,000万、計2,000万の定期預金がつくられておりますけれ

ども、これはなぜ運営協議会にとめ置かなきゃいけないんですか、この利益を。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それは立田ふれあいの里運営連絡協議会のお金であるということで、御理解をいただきたい

と思います。 

○１５番（小沢照子君） 

 そうですか。そういたしますと、もしかすると運営資金とか言われるかもしれませんけれど

も、普通預金も平成20年度で言いますと4,200万余りあられるんですよね。それで、先ほどの

御答弁の中で、愛西市が道の駅に投入した予算が約1,300万ありますね。そういたしますと、
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私が考えますのは、この純利益は協議会が判断して定期をつくったり普通預金でとめ置いたり

しておられると思うんですけど、そういうものは愛西市とその協議会の協定はどのようになっ

ておりますか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 １回目の御答弁でまず予算を議員お聞きでございますので、総称してあそこを立田ふれあい

の里という形で道の駅の名称がなってございますが、駐車場の部分は県道部分で、それについ

て、あと便所ですね、便所も道の駅のいわゆる道路部分になっています。それから情報管理室

というのも、道の駅へ訪れた方にいろんな情報を発信する場所、これらについては愛知県と協

定が交わされて愛西市が管理をするということになってございます。それで、予算をお聞きに

なっておったもんですから、総称してあそこは道の駅、さっき行った直売所、商工会館、それ

から駐車場、便所ですね、それで直売所の売り場の部分だけ指定管理になっておりますよとい

うことを申し上げたんですが、当然この予算の中で出てきますのは、駐車場等は24時間オープ

ンしていかねばなりませんし、トイレも同じでございますので、そういったところに使われる

電気とか水道その他の関係の諸経費というのが絡んできますので、こういった一般会計の予算

の中に予算計上をお願いしております。よろしくお願いをいたします。 

○１５番（小沢照子君） 

 そういたしますと、トイレ、駐車場等、県のものだけれども、愛西市が管理するということ

ですね。じゃあ、その道の駅の管理に関する協定、愛西市と県の協定は結ばれておりますか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 表の部分については愛西市になってから協定を再締結しておりますが、詳細の関係につきま

しては旧立田村時代からのを継承しております。協定書としては生きております。よろしくお

願いします。 

○１５番（小沢照子君） 

 私が協定書をお願いしていただいたときに、平成17年３月16日付で県と立田村、代表者は立

田村長の井桁さんになっておりますけれども、これは古いから、きちんとした愛西市合併後の

愛西市と県の協定書をいただきたいと言ったら、ないと言われましたよね。ありますか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 先ほども御答弁をさせていただいたんですが、旧立田村と交わしたものを愛西市になっても

継承ということでございます。よろしくお願いします。 

○１５番（小沢照子君） 

 詳しい方にお伺いしたいんですけれども、合併後、愛西市になりました。旧立田村と県の交

わした協定は有効ですか、ちょっと教えてください。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 私の方からお答えしてはいけないかもわかりませんが、議員はほかの方を向いて質問されま

したのであれですが、これは旧４町村、そういった事務、それから名義もそうですけれども、

公有財産等の名義もそうですけれども、旧町村の名義の形になっております。それは当然、愛
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西市の財産として継承という形になっておりますので、先ほど申し上げたように、継承という

ふうで御理解をいただければよろしいんではないかと思います。 

○１５番（小沢照子君） 

 じゃあ継承ということで、これは、17年３月、井桁さんと県が交わした県との道の駅の管理

に関する協定は有効なわけですね。ちょっとおかしいと思いますけどね。 

 それで、今、トイレ、駐車場等、県と市の協定により市が管理するということになっており

ます。それで、60万の清掃費が出ていますけれども、これは何に使われるんですか。60万、負

担金ですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 先ほど１回目の答弁で申し上げました65万円のうちの60万円かと思いますが、当然、休憩施

設ですので、道の駅の方へ御来場されたお客さんがごみを駐車場の方へ置いていかれる、言葉

は悪いですけれども、放置をされていかれる方がある。そういったものを立田ふれあいの里運

営連絡協議会で出たごみと一緒に処分してくれということで委託をしておりますので、その分

の負担金の予算を計上させていただいております。 

○１５番（小沢照子君） 

 これは年間60万ですね。これはどこに委託されているんですか、年間60万、ポイ捨てのごみ

清掃で。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 産廃という扱いで、その産廃の許可を持った業者というふうに理解しておりますが、ちょっ

と会社名までは聞いておりません。 

○１５番（小沢照子君） 

 市から予算として清掃費も数百万出ておりますので、その中からできないものなんでしょう

かね。まあ、よろしいです。 

 それで、もう一度ちょっと、納得できませんが、非常に毎年毎年、いいことに利益が出てお

ります。定期を毎年1,000万ずつ積んでおられますけれども、これは何のために、何に使われ

るんですか。10年で１億になりますけど、何に使われるんですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 １回目の御答弁でもお答えをさせていただいたと思うんですが、自分たち指定管理者として

運営していく中で、こういった機械が欲しいとか物が欲しいといったときに購入に充てる資金、

それから、議員にこれは大変申しわけないお答えになるかわかりませんが、道の駅の看板、本

来ですと、当然、愛西市もしくは愛知県の方で取りかえをしなければならないわけですが、文

字が小さく、見にくいとか、はげてきた部分もあるということで、看板の取りかえの依頼が、

お客さんの方から声が出ているのでかえてほしいという話がありましたが、なかなかそこまで

はできないということで、指定管理者の立田ふれあいの里運営連絡協議会でかえてくれという

ことで取りかえてもらった例もございますし、正面を見ていただきますと、北側のところに大

時計がございます。お客様としてお見えになった方が時間等がすぐわかるということで、そう
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いった時計の関係も要望がございましたが、指定管理者の方でつけてくれと伝えております。

それから黄色いテナントの関係とか、そういったものの関係につきましても、そういったいわ

ゆる純利益、議員が御質問の中で言っておみえになります利益の中から購入の資金に充ててみ

えます。 

○１５番（小沢照子君） 

 額からしたら大した額ではなく、修繕料等も市の方から一般修繕で100万毎年出ております。

それで、出品者の方にこの利益を戻してみえますね。出品者の方から売り上げの15％を協議会

が徴収しておりますけれども、出品者の方に戻してみえますね、純利益の中から。それは何％

ぐらいですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 実際に、毎年という形ではございませんが、会員の励みになればということで、よい品を売

って利益を上げれば自分たちへの見返りもある程度あるということで、議員おっしゃってみえ

るように、商品券等を出した例があるというふうに聞いております。 

○１５番（小沢照子君） 

 いい商品という今お話がございました。確かに道の駅のお野菜とか果物は、本当に新鮮で、

いい商品です。片や、皆さんがおっしゃるには、いい商品だけに、お値段もしっかりしている

ということが評判ですね。それで、この純利益が出て出品者に戻されるんであれば、15％を例

えば10％徴収するとかして、あとの５％は商品、例えば100円のものであれば95円で販売する

とか、そういう方法もいいのではないかと思いますね。 

 それで、その純利益を協議会の方で処分しているといいますか、協議会の方で持っておられ

るわけですけれども、仮にこれが、利益が出ているからよろしいんですけれども、損失を出し

た場合はどこが負担処理をするんですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それがために、ある程度留保金という形でも持っておみえになるんではないかなというふう

に理解をいたしております。 

○１５番（小沢照子君） 

 そういう考え方はおかしいと思いますね。とにかく純利益が出ているわけですので、全部と

は申しませんが、1,300万もの額が大体毎年、住民の血税が投入されているわけです、道の駅

に。ですので、やはりこれは少しは市の方にも戻すべきじゃないでしょうか。昨日の質疑のと

きも事業の要望がありましたけれども、お金がないということで御答弁がありましたね。お金

がないようであれば、例えばこの1,000万、2,000万の定期預金分、そうじゃなくても四、五百

万の普通預金が残るわけですので、こういうものを市の方に私は戻すべきであると考えますが、

財政課の方はどのようなお考えですか。 

○企画部長（石原 光君） 

 今、市の方の見解を求められましたけれども、財政上の判断ですよね。今ここで的確な御答

弁はちょっとお答えできません。そういうようなケースが市として、今後の道の駅のあり方も
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含めてですけれども、そういうような状況が生ずれば内部的には当然一応それは研究せないか

んと思っておりますけれども、今この場でちょっとお答えはできません。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 私は財政のことを言う立場にはございませんが、ただ、先ほど村上議員の農地の荒れた関係

での一般質問もございましたし、小沢議員の方も過日の議会の中で農地の荒れたことを悔やむ

というような御質問があったかと思います。そもそも立ち上げたときに、共選といって、ナス

ならナス、キュウリならキュウリを一緒に出したくても、その共選という組合の仲間に入って、

統一された品質の中で、出荷をすることができない。だけれども、今まで生かしてきた農業の

ノウハウを生かして何らかの形で現金にかえたいという声がありました。現金にかえることに

よって農地の保全も保てるんじゃないかという形で、私は17年のとき、たしか議会の方へ合併

の関係で視察に見えた香川県のあるまちの方が、こちらの方は農地の荒れが少ないですねとい

うのを、当時の議会事務局長からそんな意見があったよと聞きましたけれども、農地の保全に

も一躍を担いますし、高齢者の方の自分のできる範囲で農作物をつくって、それを現金にかえ

るといった楽しみも生み出しておりますので、確かに議員おっしゃるとおり税金の投入もさせ

ていただいているかもわかりませんが、一度他方面の方へも目を向けていただいて、そういっ

た別の行政の方の一躍も担っているということを御理解いただきたく発言の場をいただきまし

た。どうもすみませんでした。 

○１５番（小沢照子君） 

 それはわかりますよ。ですが、やはり多額の純利益を得ているわけですのでね。全部戻しな

さいというわけじゃありません。 

 時間が参りましたので、一つだけ提案したいんですけれども、これからの道の駅のあり方の

ところで、農家の方がつくられた規格外の曲がったキュウリとか大根とかありますね、そうい

うものもぜひ販売していただきたいなという要望がございます。 

 それで、今のことですけれども、もう時間がございませんね。じゃあとにかく、まだまだお

聞きしたいことがあったんですけれども、やはり出品者の方は一生懸命やっておられます。そ

れはわかりますので、それはそれとして、市の財政も考えていただきまして、今後また検討を

していただきたいと思います。 

 最後に、私はこの新年度、議員職を離れ、愛西市の一市民となります。これまできょうを含

めまして、本当に議員の仕事の一部として苦言を呈して、本当にお耳ざわりなことも申し上げ

たかもしれません。それはひとえに愛西市、また住民の方のことを思って、お声をお伝えした

り、申し上げたりいたしました。市長さんにおかれましては、本当に、これまでもそうであり

ましたが、これからも熱意と情熱を持って、リーダーシップをもって市行政に携わっていかれ

ますよう御祈念申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 御苦労さまでした。これにて15番議員の質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩に入らせていただきます。再開は午後１時30分再開といたします。 
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午後０時05分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位３番の７番・榎本雅夫議員の質問を許可いたします。 

○７番（榎本雅夫君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、介護総点検からの課題について質

問をさせていただきます。 

 日本は、15年後の2025年には65歳以上の高齢者が3,600万人、高齢化率30％を超えるとされ

ており、それに備えて社会保障制度の抜本的な改革が急務であります。介護保険制度の施行か

ら本年で10年を迎えますが、特養ホームの待機者問題を初め、老老介護やシングル介護、介護

うつ、独居高齢者の増加など、現場では深刻な問題が山積しています。だれもが長寿を喜び、

安心して老後を暮らせる社会実現は、まさに政治に求められている最重要課題です。 

 公明党は、全国3,000人を超える議員が一丸となって、そうした社会の実現に向けて、昨年

11月から12月にかけて介護現場の声を約10万人の回答をいただきながら集めてきました。 

 街角アンケート調査では７万6,689人もの市民から集めることができました。その中で、介

護に対する将来の不安は「経済的負担」「自分自身や家族が寝たきりや認知症になるかもしれ

ない」がともに約６割に達しており、家計や健康面に不安を感じています。また、自宅の介護

に対する不安、特別養護老人ホームなど介護施設不足に対する不安の声がともに３割に上りま

した。また、介護を受けたい場所は「自宅」も「施設」も４割という結果でありました。 

 ほかに、アンケート回収数6,265件の介護サービス利用者家族では、介護保険料に負担を感

じる人が７割を占めました。また、4,587件であります介護従事者については、介護保険制度

に対する要望では、「事務量の軽減」や「施設入居の希望が多く、入居待ちが多い。認知症に

対応した制度の充実」などの声が多く寄せられました。また、１万2,860件の介護従事者につ

いては、「今後も仕事を続けたいか」という問いには７割が「働ける限り続けたい」と答えま

した。離職率が高い原因は「業務内容に対して収入が低い」「心身の負担が大きい」と答えた

人がそれぞれ８割を占めました。 

 さらに、全国市区町村の65％に当たる1,159の自治体からも回答が得られました。介護保険

開始から現在まで各自治体の取り組みについては、「少なからず課題がある」が４割を超えま

した。「計画どおりではないが、順調」が36％、「計画どおり」が20％でありました。 

 そこで質問をいたします。 

 １点目でありますけれども、本市での介護保険開始からの課題と今後の取り組みについてお

伺いをいたします。 

 ２点目は、今後充実していきたいサービスに在宅介護を上げておりますが、本市の介護サー

ビスの現状と将来像についてお伺いをいたします。 

 ３点目として、要介護認定制度の見直しで受けた影響についてお伺いをいたします。 
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 ４点目は、介護保険の対象にならない高齢者への支援について、本市の現状と取り組みにつ

いてお伺いをいたします。 

 ５点目として、介護家族や高齢者世帯などに対する相談体制の取り組みについてもお伺いを

いたします。 

 最後になりますけれども、介護とは違いますけれども、６点目として、高齢者の緊急対策の

一つとして「安心カード」があります。安心カードとは、救急時に役立つ個人情報、例えば住

所、氏名、血液型、緊急時の連絡先、かかりつけ医、常用している薬などを記載しておくもの

であります。場所につきましてはいろいろ、玄関のドアの内側に張るとか、またプラスチック

の容器に入れて保管するとか、方法は幾つかありますけれども、弥富市では、名称は違います

けれども、今年度からプラスチック容器で実施されるそうであります。ひとり暮らしの高齢者

の方が安心して生活できるよう本市でも実施してはどうか、お伺いをいたします。 

 以上で壇上にての質問を終わります。あとは自席からお尋ねをしますので、よろしくお願い

をいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 それでは最初に、本市での課題と今後の取り組みでございますが、まず私ども５点ほど課題

として今考えているところでございます。 

 まず一つ目でございますが、一つ目は、介護給付費の増加、あるいはそれに伴いまして保険

料が高くなっている、そういった状況が見受けられます。サービス利用も進みましたが、その

財源となる介護保険料も上昇をしてきている状況でございます。 

 ２点目といたしまして、軽度者の急増、これは介護認定を受けた場合の軽度者ということで

ございますが、要支援１、要支援２、要介護の１・２、そういった方の数が以前に比べて増加

している状況にあります。 

 それから三つ目といたしましては、御質問の中にもおっしゃっておられましたが、認知症高

齢者の増加でございます。認知症高齢者につきましては、家族の方も非常に困られることが多

いわけですが、今後も増加するのではないかなというふうに推測をしておるところでございま

す。 

 それから４点目には、ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者の世帯がふえている状況でご

ざいます。核家族化が進みまして、高齢者の夫婦のみの世帯もふえ続けておるような現状でご

ざいますし、ひとり暮らしの高齢者の方も多くなっておりまして、そういった世帯があちこち

で見られるような状況になってきております。 

 それから５番目といたしまして、サービスの質的問題でございます。供給量、あるいは利用

量ともいろんな事業者さんが立ち上がりまして着実にふえてはおりますが、適切に利用しない

と高齢者の心身機能はかえって低下するといったことも危惧されるところでございますので、

やはりサービスの質的問題がこれからの一つの課題であろうというふうに考えているところで

ございます。今後でございますが、私ども包括支援センター等と連携をいたしまして、そうい

ったケアマネジャー等の質的な向上も図りながら、いろんな問題に対応していきたいというふ
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うに思っているところでございます。 

 それから２点目でございますが、今後充実していきたい在宅サービスの関係でございます。 

 その現状と将来像でございますが、私ども平成20年に現在の介護保険事業計画を策定いたし

ますときにアンケートをとっておるわけでございますが、今後３年間に新たに利用したいサー

ビス、または継続して利用したい在宅サービスにつきましては、やはりデイサービス、それか

らホームヘルプサービス、福祉用具の貸与、こういったものが多くなっております。それから、

利用中の方に利用意向の高いサービスをお尋ねしますと、訪問介護、訪問入浴介護、短期入所

生活介護、ショートステイでございますが、そういった利用意向が高い状況となっております。

また、介護度別に見てみますと、短期入所生活介護、福祉用具の貸与、こういったものが要介

護度が高くなるほど利用意向が高いという状況でございます。訪問介護等につきましては、介

護度の低い方に利用の意向が高いといった傾向が見られるわけでございます。 

 そういったことを踏まえまして、私どもも将来そういった利用意向の高いサービスについて

充実をしていきたいというふうに思っておりますが、施設系の整備につきましては海部津島の

圏域で考えるということもございますので、そういったことも踏まえながら将来に向けていき

たいというふうに思っております。 

 それから３点目でございますが、介護認定制度の見直しで受けた影響でございますが、昨年

４月に要介護認定の見直しがなされまして非常に混乱をしたわけでございますが、その影響で

ございますが、当初危惧されておりましたように、認定が軽くなるんではないかというような

ことが言われておりましたが、そういったことが言われまして、そういった認定が軽くなって

介護サービスが減らされるのではないかといった不安の声が多く聞かれた状況でございます。 

 それから、10月以降、そういった声を受けまして認定調査の見直しが行われたわけですが、

４月から９月までに新たに認定申請をされた方につきまして、なおかつ非該当になった方です

ね、そういった方に対しまして再申請を勧奨することになりました。そうした結果、再度申請

をしていただくというようなことでお手間をかけるような状況になりました。そういった状況

で、認定申請をされた方、あるいはこの審査の判定をしていただく審査会の委員の先生方等、

いろいろ認定にかかわる方々に不安と混乱をもたらしたというふうに思っております。10月以

降いろいろ制度改正等、認定制度等も改正がありまして、厚生労働省としては一応そういった

混乱は終息したといった見解を発表しておりますが、いずれにしても今後も注意深く見守って

いきたいというふうに思っております。 

 続きまして、介護保険の対象とならない高齢者への支援の現状と取り組みでございますが、

介護保険の対象とならない高齢者や、地域のすべての高齢者、いわゆる元気な高齢者の方でご

ざいますが、そういった方を対象に、これからも元気で介護が必要とならないための地域支援

事業といいますか介護予防事業、こういったものを実施していきたいと思っております。今ま

でも実施をしておるわけでございますが、今後も続けていきたいというふうに思っております。 

 現在行っております内容でございますが、「愛西おでかけサロン」という名称で市内の６施

設におきまして、簡単な体操ですとか、そういったことで足腰の衰えを防いでいただいたり、
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手工芸で手先を動かしたり、歌を歌ったりというようなことで、仲間の皆さんと一緒に楽しい

時間を過ごしていただく、そういった事業を進めております。20年度におきましては144回、

延べ2,392人の方の御参加をいただきました。それから特定高齢者といいまして、介護予防の

必要な方に対する対策といたしまして、まずそういった方々を把握するという意味で、65歳以

上全員の方に基本チェックリストをお送りいたしまして、そういった介護予防の必要な方の特

定を進めておるところでございます。そして、把握した方々に対しましては予防事業を実施し

ているという状況でございます。 

 それから、介護家族や高齢者世帯に対する相談体制についての取り組みでございますが、私

ども高齢福祉課も当然そういったことを受けておるわけですけれども、各支所でもそういった

相談は受け付けておりますし、申請等も受け付けております。それと、佐織庁舎には地域包括

支援センターがございますし、それから各地区に、これは委託事業ではありますが、在宅介護

支援センターを設けておりまして、それぞれ随時相談を受け付けております。そういったこと

で、できるだけ皆様のいろんな御相談に乗っていくということで、それから民生委員の方々に

対しましても在宅介護支援センターの相談協力員としてお願いをしてございますので、そうい

った方々からの相談も入ってくることがあります。 

 続きまして、高齢者の救急対策ということで、安心カードの関係でございますが、こちらの

方は、高齢者の方の急病、事故等の緊急事態への救急対策といたしまして有効な手法の一つと

いうふうに、最近各地で導入がされてきている状況を私どもも把握をいたしておりまして、当

市におきましても今後実施に向けて検討していきたいと、こんなことを考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○７番（榎本雅夫君） 

 今、部長の方から詳しくそれぞれ答弁をいただきました。ありがとうございました。 

 それでは、何点か再質問をさせていただきます。 

 関連ということで、本市の介護施設の待機者の現状と、待機者の解消策に向けた対応といい

ますか、そういった取り組みについてお伺いをいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 介護施設の待機者の関係でございますが、少しデータが古いんでございますが、21年８月の

数字でお願いしたいと思いますが、現在、愛西市内の方で、市内に四つの特別養護老人ホーム

がございますが、そちらの方の待機者については146名ということになっております。ただ、

施設等の関係者にお尋ねをいたしますと、146名の方の待機があるわけですけれども、病院へ

入院されてみえたりとか、別のところで既に入られたりとかというようなことで、順番が来て

連絡を差し上げると、先ほど言いましたように、入院されてみえたりとか、別のところへもう

既に入ってみえたりとかで、そういった取り消しがしていない場合もございますので、そうい

った数字も含まれますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから解消に向けてでございますが、先ほども少し申し上げましたが、こういった施設の
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総数については、海部津島の福祉圏域で総枠をどれだけにするというようなことで決まってお

りまして、私どもだけでつくるとかというわけにはいきませんので、そういった調整、海部津

島の圏域の中での調整で今後もそういった推移を見ながら進めていくことになろうかというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○７番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。愛西市で待機者の方が146名ということで、私もいろんな方から

相談を受けて何とかという話も聞くんですが、今部長がおっしゃったように、海部津島ですか、

そういったところともぜひ連携していただきたいと思います。 

 それで、愛西市の第４期介護計画ですか、事業計画の中においても地域密着型施設、グルー

プホームということで、今後の整備について、わかれば内容とか規模とか、そういったものを

わかれば教えていただきたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 地域密着型のグループホームにつきましては、現在市内に２ヵ所ございますが、第４期、現

在の３年間の間の計画でございますが、新たに１ヵ所18名の整備を計画しているような状況で

ございます。よろしくお願いします。 

○７番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 次に、さっきも答弁がありましたように、要介護認定者の状況ですね、いただいた資料を見

ますと、平成12年は軽度者、中・重度者は960人だったのが、平成21年度は1,914人と２倍以上

にふえておるわけであります。愛西市の第４期介護保険事業計画の中でも要介護度別認定者数

の将来設計と比較しますと若干推計よりも低いんでありますけれども、今後ふえていくと考え

られます。そこでお尋ねをするわけでありますけれども、介護保険の申請が認定されるまでの

調査、認定までどれくらい時間がかかるのか、そういったこともお伺いをいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 申請から認定までにおきましては、申請を出していただきますと、こちらの方から調査に行

きます。それと同時に、かかりつけ医の意見書というものを徴取することになっておりますが、

そういった手続を経まして、厚生労働省が統一したソフトによりまして１次判定を行うわけで

ございます。その結果をもとに２次判定ということで審査会の方にかけさせていただいて判定

が出るということでございますが、結果通知につきましては申請から原則30日以内ということ

で進めております。30日を超えるような場合は事前に連絡をさせていただくというようなこと

で、できる限り30日以内ということにさせていただいております。ただ、近年、新規申請が多

くなっておりまして、20年度は月当たり50件でありましたけれども、ことしの１月当たりは70

件ということで非常にふえておりまして、今まで週２回で審査会も行っていましたが、先週、

今週なんかは週に３回開いているというような状況で、できるだけ、30日という枠があります

ので、そういった形で審査会の開催日数をふやすなどして、できるだけそういったものは守っ

て皆さんに御迷惑のかからないようにしていきたいというふうに思っております。 
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○７番（榎本雅夫君） 

 今言われましたように、新規の申請がふえているということで、認定審査会の開催も昨年は

100回ぐらいということでお聞きはしているんですが、今後、今答弁もありましたように、審

査会の対応なども検討していただき、少しでも早く認定が決まるような取り組みをしていただ

きたいと思います。 

 次に、認知症を予防し、また介護予防で元気な高齢者をつくるための施策、介護予防の拡充

を図るべきであります。現在実施されている予防策の現状、また今後の取り組みについてお伺

いをいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先ほども申し上げましたように、おでかけサロン等で現在実施をしたり、特定高齢者の調査

等で把握したお年寄りの方を介護予防の事業につなげたりということで実施をしておりますが、

認知症等の問題も大きく取り上げられておりますし、また閉じこもりの状況が介護につながっ

ていくというようなことも言われておりますので、新年度におきましてはそういった認知症サ

ポーター養成講座を今までにも増してふやしていきたいというふうに思っておりますし、また

閉じこもり予防のボランティア養成講座、これは、特定高齢者の把握事業等で閉じこもりが想

定されるお年寄りが把握できますと、そういったところに声をかけていただいたりするような、

そういったボランティアの方を養成していきたいというふうに思っております。また、孤立死、

19年度にモデル事業で行ったわけですけれども、こういった孤立死の問題についても講演会等

で皆さんに周知をしていきたいと、そんなことを思っております。 

○７番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。 

 次に、さっき高齢者世帯に対する相談体制について答弁をいただいたわけなんですが、佐織

のところと、あと市内５ヵ所ですね、在宅介護支援センターも設置して相談事を聞いたりとい

うことでお伺いしたわけなんですが、平成20年度は314件の相談があったということで、それ

は電話、来庁された、また訪問されたということで件数的には314件ということでありますが、

その中で一番多い内容等がわかればお伺いしたいのと、それから老老介護の実態といいますか、

本市においてどのように把握しているのか、それをちょっとお伺いいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 やはり相談の内容は、初めて介護保険を受けるといいますか、病院を退院しなくてはいけな

いけれども今後どうしたらいいのかというような、やはりそういった相談が多いかというふう

に思っております。 

 それから老老介護の問題でございますが、私ども包括支援センターではケアマネジャーの相

談の窓口ということもやっておりまして、それぞれ介護保険を受けてみえる方にはケアマネジ

ャーが１人ずつついておるわけでございますが、そういった方々から困難事例、老老介護の問

題ですとか、困難事例の問題等がありますと相談を受けることになっておりまして、そういっ

たことで把握して、その後はそういった方々の見守りを続けていくというようなことで対応さ
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せていただいております。 

○７番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。介護疲れによります高齢者虐待や、また老老介護など、介護を取

り巻く問題が本当に深刻化しておるわけであります。安心して老後を暮らせる長寿社会の実現

へ、冒頭でも言いましたけれども、介護はもう待ったなしであります。愛西市が目指す高齢社

会の基本理念であります「自分らしく年を重ねられるまち・愛西」の実現のためにも、先ほど

来から部長が言っています介護予防の推進をぜひまたしっかりしていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、次に、安心カードにつきましては先ほども実施に向けて検討をし

ていきたいという答弁でありましたけど、どういった形、例えばカードにするとか、あるいは

用紙をつくって容器に入れるだとか、そういうことは今後考えられると思うんですけれども、

どうでしょうか、まだ具体的にということはないんでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先日も消防署さんにちょっと御相談を持ちかけたわけですけれども、やはりカードを身につ

ける方式ですとか、先ほど榎本議員もおっしゃいましたが、冷蔵庫に張るとか、プラスチック

の容器に入れて冷蔵庫の中に入れていくとか、いろんな方法があろうかと思いますが、やはり

携帯するというのもなかなか難しいんではないかなということで、冷蔵庫の中に入れていく方

法がいいんじゃないのかなということはちょっと相談はしておりますけど、もう少し具体的に

いろんな他市の状況なんかも眺めまして詰めていきたいというふうに思っております。 

○７番（榎本雅夫君） 

 ありがとうございました。いずれにしましても、よりよい、利用しやすい方法を期待しまし

て、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて７番議員の質問を終わります。 

 ここで10分間休憩をとります。２時10分再開といたします。 

午後２時00分 休憩 

午後２時10分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位４番の27番・宮本和子議員の質問を許可いたします。 

○２７番（宮本和子君） 

 大項目の１点、大不況の中、大型事業よりも市民の福祉・暮らしを優先に。 

 昨年、ひとり暮らしの高齢者が緊急通報システムの設置を申し込みに行きましたら、まだ９

人の待機者がいるのですぐにはつけることができません、面接をしてすぐにつけなければなら

ない方から設置をしておりますということだったそうです。予算勉強会でも待機者が13人もい

るということです。平成22年度の予算でも20人の設置しかなく、これでは希望者全員にすぐに

設置するという予算となっておりません。昨日の議案質問の中にもありましたが、今年度でも
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37件の出動があり、大事に至らなかった例もあるということです。ひとり暮らしの高齢者には

命につながることです。希望者にはすぐ緊急通報システムの設置ができるようにしていただき

たいが、見解をお聞かせ願います。 

 また２点目は、介護保険制度が始まり、４月で10年目となります。小泉構造改革の中で、介

護保険、医療、障害者制度など、社会保障制度が毎年改悪をされ、住民は介護・看護しなけれ

ばならない人を抱えてどうしてよいのかわからないでいます。市に相談しても、市の対応が大

変冷たいというのがほとんどの人の声です。地域包括支援センターでの平成18年から21年度ま

での総合相談の件数はどのようになっておるのでしょうか。 

 12月末議会でこの問題で真野議員が質問いたしましたが、神戸市では地域包括支援センター

「あんしんすこやかセンター」がおおむね中学校区に１ヵ所の割合で市内に74ヵ所設置されて

います。総合相談支援を行い、高齢者と家族、地域の方など、さまざまな相談を受け、高齢者

宅に戸別訪問もしてどのような支援が必要かを把握し、適切なサービスを行っているというこ

とです。神戸市のように、地域包括支援センターを中学校区に１ヵ所ずつ設置すれば、総合的

な相談にも応じ、高齢者でも気楽に相談に行くことができます。親切に対応する介護・医療の

相談窓口を設置するために、地域包括支援センターを中学校区に１ヵ所ずつ設置してはいかが

でしょうか。 

 小項目の３点目です。４月から佐屋・佐織地区の老人福祉センターの指定管理が行われます

が、利用者から、今までと同じように老人福祉センターで楽しめるようになるのかなどと、不

安の声が寄せられております。３月１日の全員協議会で、市直営の福祉障害者作業所の運営管

理を平成23年４月から社会福祉協議会に一括指定管理を行うという方針が出されました。佐屋

町地区の直営の施設がどんどん指定管理をされようとしています。旧佐屋町は県下でも「福祉

のまち」と言われてきたけれど、合併してどんどん悪くなっていく、市の福祉施設は民間委託

ではなく市の直営で運営をしてほしいなどの市民の願いとは裏腹に、行政改革の名のもとに効

率第一の施策が進められようとしていますが、市の福祉施設の合理化はどこまで行う予定です

か、お尋ねいたします。 

 小項目の４点目、市は、総合斎苑、新給食センター、庁舎の改築など大型事業がメジロ押し

です。特に総合斎苑の100人・150人のセレモニーホールは要らないという多くの住民の声が寄

せられております。昨年の日本共産党の市政アンケートでは、セレモニーホールの建設は「や

める」は43％、「場所も含めて抜本的な計画を見直す」は34％、このままで総合斎苑の計画を

進めることに対して住民の意思は77％が反対しているわけです。「このまま建設する」は18％

で、２割にも満たない数値です。セレモニーホールの建設の中止は住民の意思ではないでしょ

うか。見解をお聞かせください。 

 小項目の５点目、１月21日、第17回総合斎苑建設調査特別委員会で、西保町から周辺対策と

して防災コミュニティセンターを新設してほしいという総合斎苑建設に伴う地元要望が提出さ

れました。その中で、副市長は市全体のバランスを考えて防災センターの設置を考えていくと

答弁されましたが、今後どのようなバランスを考えて防災コミュニティセンターの建設をして
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いくのか。市民から佐織地区の防災コミュニティセンターのように葬儀ができるようにしてほ

しいという声もあるわけですので、市全体で防災コミュニティセンターを建設し、葬儀できる

ようにすれば、こうした100・150席のセレモニーホールはつくらなくても、それぞれの地域で、

安く、地元の方が参加しやすい葬儀ができるのではないでしょうか。市の見解をお聞かせ願い

たい。 

 大項目の２点目ですが、公共用地などへのごみ埋め立ての実態を調査し、土壌汚染調査を。 

 公用地などへのごみ埋め立ての状況を調査していただきましたら、佐屋地区24ヵ所、立田地

区３ヵ所、八開地区２ヵ所、佐織地区９ヵ所の38ヵ所の公共用地、私有地に、昭和48年から平

成９年までの長きにわたって、プラスチック・不燃ごみが２ヵ所、不燃ごみが32ヵ所、不燃・

粗大ごみが１ヵ所、何が埋められているのかわからない不明が１ヵ所の埋め立てが行われてい

まし。今、この埋め立てごみはどのような状況になっているのか、どのようなごみが埋められ

ているのでしょうか。実態を調査し、土壌汚染調査は行われているのか、お尋ねします。 

 あとは自席に着いてお尋ねしますので、よろしくお願いいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 まず、緊急通報システムの希望者にすぐに設置していただけるようにということでございま

す。 

 現在、緊急通報システムは市内で319基設置をいたしておりますが、今年度は20基の新規の

購入を予定いたしました。これは過去のそういった設置の状況等を見まして10基ふやしたわけ

でございますが、先ほど宮本議員もおっしゃいましたように、待機が13人出るというような状

況になりました。これは、実はことしに入りまして急に、例えば２月に５件の申請があるとい

うような、急に申請が多く来ました。それとあわせまして、この緊急通報システムについては、

新規で購入する分と、不要になった方から撤去した分を次の人につけるというようなことで進

めてきておるわけですけれども、その撤去の方も昨年に比べて、例えば昨年ですと30件の撤去

があったものが、ことしですと23件しかないというようなことで、新規が急にふえたというこ

とと、撤去が昨年に比べて少なくなったということで待機が出たというような状況になってお

ります。いずれにいたしましても、御指摘がありましたように早急に対応する必要があるとい

うふうに思っておりますので、新年度に入りましたらすぐに今待機をしていただいている方に

ついては取りつけていきたいというふうに思っております。その後ですが、様子を見ながら、

不足するというような事態がありましたら、恐縮ですが、補正なりそういったことで皆様方に

またお願いをするような事態になろうかと思いますが、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、介護保険制度の関係でございます。 

 市の対応が非常に冷たいというのがほとんどの人の声ですということでございます。そうい

う状況でございますと、本当に私どもとしては、そういった印象があるということであれば、

やはり改めるものは改めていかなければならないなということを思いまして、福祉部の中の打

ち合わせも持っておりますし、総合支所との打ち合わせもありますので、一度そういったとこ

ろも見直しをするような形を一度進めていきたいというふうに思っております。 
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 総合相談の件数でございますが、先ほど榎本議員からも在介の分の314件というお話がござ

いましたが、包括の方につきましても224件という数字、そういった相談を受けておるわけで

ございますが、在介と包括支援センターとであわせまして地域の方々の相談に応じていると。

また、総合支所等でも、先ほどもお答えさせていただきましたが、総合支所でもいろんな御相

談等を受けておりまして、困難事例等があれば包括支援センター、あるいは高齢福祉課の方に

届くようにしておりますので、そういった内容を今後もさらに充実していかなければいけない

というふうに思っております。 

 それから、地域包括支援センターを中学校区に１ヵ所ずつ設置してはどうかということでご

ざいますが、先ほども申し上げましたように、当市は幸いにして支所もございますし、在宅介

護支援センターもございますので、それらの機能もさらに高めていくという方法も一つではな

いかと思いますし、ただ、包括の担当等にいろいろ意見交換しますと、やはり佐織町に現在お

りますので、例えば旧佐屋地区の善田の方、遠い地区ですね、善田ですとか、立田地区の森川

の方ですとか、確かに30分ぐらいかかるというような状況もございますので、南の方に１ヵ所

あってもいいかなということは思わないわけではないんですけれども、いずれにしても、今後

のそういった検討をしていく中で順次考えていきたいというふうに思っております。 

 それから佐屋・佐織地区の老人福祉センターの関係でございますが、今後の合理化の関係も

御質問でございますが、私ども指定管理の導入に当たりまして、経費の節減ばかりでなく、サ

ービスの向上もねらっておるわけでございまして、例えば今度、佐屋の老人福祉センターの指

定管理者となりました福祉の里につきましては、既に利用者等に接触をいたしまして、アンケ

ートなどを実施して次年度以降の事業計画に取り入れていきたいというようなことも進めてお

りますし、佐織の指定管理者におきましても、来場者が楽しんでいただけるような企画を考え

ていきたいというようなことで、両者とも非常に意欲的に今から取り組んでもらっているとこ

ろでございます。 

 それから福祉作業所におきましても、こちらの方につきましては自立支援法による新体系へ

の移行の時期が迫ってきておりますので、そういったことも踏まえまして、また、23年４月に

向けまして統一した運営をした方がより不公平感がないのではないかというようなこともあり

まして、また、現在、二つの作業所につきましては社会福祉協議会がかかわっているといった

こともありまして、今回、この間の全協でお話ししたような形で進めていきたいというふうに

思っております。 

 いずれにいたしましても、新体系になりましても、旧の直営の職員につきましては一定の期

間出向いたしまして引き継ぎ等がスムーズにいくように、急に職員がかわるということのない

ようにしていきたいというふうに思っておりますし、社会福祉協議会の方も今いろんな障害者

のサービス等を委託等でお願いしておる部分もありますので、そういった送迎サービス、ある

いはケアホームの検討なども含めまして、総合的に社会福祉協議会の方で一体的なサービスが

提供できるというような形をしていきたいということで、決してマイナスの部分ではなくて、

前向きな指定管理ということで受けとめていただければありがたいかなというふうに思ってお
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ります。 

 今後の状況につきましては、そういった施設を取り巻く状況、いろんな変化もございますの

で、そういったことも見据えながら、また利用者の動向だとかニーズだとか、そういったもの

もいろいろしんしゃくしながら方針を決めていきたいというふうに思っております。よろしく

お願いいたします。 

○副市長（山田信行君） 

 それでは、２点目のセレモニーホールの関係について、まず私からお答えをしたいと存じま

す。 

 セレモニーホールを中止した方がいいんではなかろうかという見解を求めておられますが、

宮本議員、昨日はこのホールの運用や管理の方法についてお尋ねでございましたので、私はて

っきり理解やら賛成がいただけるものだと思って聞いておりましたが、あいにくまだお考えは

変わっていないようでございます。私どもも考えは変わっておりませんでして、従来どおりこ

れまで同様に必要性を投じ、また市民の皆さんの利便性の用に供するためにも、このホールは

建設していきたいという考えでございます。 

 二つ目に、斎苑の検討委員会などでも述べてきておりますように、今回、防災コミュニティ

センターを、市内全域を見きわめて、必要なところにはつくっていきたいという見解を述べて

おります。従来もこういった防災コミュニティセンターは小学校区ごとに建設をしてきており

ますので、今後そういったところを、市内を見渡してみますと、やはり佐屋地区と八開地区の

一部にそういったまだ施設の十分に整っていない地域があると思っておりますので、そういっ

た前提で考えております。ただ、その建設に当たりましては、現在進めております大型プロジ

ェクト事業の進捗状況だとか、また財政状況、そういったものも見きわめながら並行して十分

計画を煮詰めていきたいと考えているところでございます。 

 また、これから新たにつくる防災コミュニティセンターも葬儀ができるようにしてはどうか

という提案がございましたが、やはりこれはセレモニーホールを設ける以上、これからつくる

防災コミュニティセンターは本来の趣旨に沿うコミュニティー活動の核の場所とするとか、防

災上避難所となるような、そういった専用施設として設けていきたいと考えております。以上

でございます。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 それでは私の方から、ごみの埋め立ての実態を調査し、土壌調査をということでございます

が、埋立地につきましては、先ほど宮本議員がおっしゃられましたとおり、市内で38ヵ所とい

うことでございます。この埋め立てにつきましては、以前は殻とかそういうものが埋めてあり

ましたが、塩田センターができましてから、あそこにつきましては協定の中でプラスチックが

焼却できないということで、主にそれ以後についてはプラスチック類が埋まっております。そ

れで、今言いましたように、埋立地につきましてはプラスチック類とか不燃物の一般家庭ごみ

ということでございますので、今言われますように土壌調査までは行っておりません。といい

ますのは、一般家庭ごみでございますので、有害物質というのは少ないという考えの中でこの
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ように土壌調査については行っておりませんので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 ごみの埋め立ての問題からちょっと質問しますが、塩田の関係で、クリーンセンターの関係

で言えば、焼却灰やなんかの埋め立ても一緒に行われているということを以前に私も聞いたこ

とがありますし、またこの１ヵ所、粗大ごみが１ヵ所入っているというのもあるんですが、こ

こら辺はどんな粗大ごみが入っているのか。焼却灰は、それぞれの市町村が引き取ってそれを

埋め立てするというのは、以前、佐屋町のときにそういうお話も聞いたことがあるので、焼却

灰もその中に含まれているとは思うんですが、そこら辺はどのような埋め立てごみになってい

るのか。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 一番問題になる焼却灰ですが、これにつきましては、御存じのように八開に中継センターが

ございました。そちらの方で、飛島の方でプラスチックの減容化を行っておりまして、それと

一緒に、八開のところで一時置き場、仮置き場をいたしまして、三重県の産廃処分場、こちら

の方に運び出しをしておりますので、焼却灰については埋まっておりません。それで、大型ご

みにつきましては、塩田ができた時点では大型ごみの処理はできましたが、それ以前の、多少

少ないとは思われますが、それが各地区によっては埋め立てられている可能性はあると思いま

す。以上でございます。 

○２７番（宮本和子君） 

 そういう点では、この粗大ごみ、いろんな埋め立てが38ヵ所あるわけですから、特に粗大ご

みとなりますと、どんな粗大ごみが入っているのかというのはよくわからない話なので、きち

んとそこら辺、どこにどんな粗大ごみが埋まっているということはきちんと調査をぜひしてい

ただきたいと思います。 

 それから先日、住民の方から、金棒グラウンドの駐車場に池があって、名古屋市からのごみ

が埋められているということで、その埋められた当時のごみが発酵してライターで火がついた

というようなこともあったというお話も聞いたわけですが、この佐屋の総合運動場は昭和56年

に完成したグラウンドですが、一体そのグラウンドの駐車場の下はどのようになっているのか、

どのようなものが埋められているのでしょうか。このまま放置していいのか、土壌調査を行わ

なければならないと私は考えますが、もし何が埋まっているかわからない状態ですとそういっ

た調査も必要かと思いますが、見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 古い話で申しわけございませんが、確かに金棒のグラウンドにつきましては名古屋のごみが

一部入っているということはお聞きはしておりますが、中身、どういうごみが入っていてどう

だということはお聞きしておりません。ただ、その当時、埋め立て処分をされたことにつきま

しては、その当時の法にのっとった形でやってあるというふうに信じておりますので、そうい

うことは問題ないと思っております。 

○２７番（宮本和子君） 
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 その当時はいいんですけど、最近はまた変わってきていますので、どんなものがやっぱり埋

まっているのかはもう一遍きちんと再調査して、やっぱりそれはきちんと確認する必要が私は

あると思うんですよね。また、これは大井地内の土地ですけど、名古屋から引っ越して土地を

購入して家を建てたが、近所の人から以前はごみの埋め立てだったというふうに言われてびっ

くりしたというふうに伺ったことがありますけど、わかっているだけで今のところ38ヵ所です

が、まだやっぱりこうした確認できていないごみの埋め立てが私はあると思われます。そうい

う点では、市としてやっぱりきちんと把握する、ごみはごみで埋め立ててあるわけですから、

旧町村の時代に埋められたものでありますので、そこら辺はきちんと、どこにどういうごみが

埋めてあるのかはきちんとやっぱり確認しておく必要があると思うんですよね。 

 だから、調査していただいただけで一応38ヵ所ですが、今の金棒グラウンドの問題や、大井

地内にもありますし、金棒に２ヵ所、佐屋町時代にずうっと埋めてあった土地が二つあるんで

すが、もう２ヵ所ね。それも結構、大型ごみやいろんなものをそこへ持っていっては、そこは

地元の方から土地を、そのままではいけないから何とかしてほしいということで、ある一定の

処分をされたように聞いておりますが、そこら辺もどういうふうになったのか。やっぱりきち

んとそこら辺をちょっと、金棒もあと２ヵ所あるんですが、多分加藤部長はかかわっていると

思うんですが、その金棒のときはまだ私も大分、最近の話だと思うんですが、佐屋町時代です

が、処分、あそこの土地をまたもとに戻してほしいという地元の要望からあってその後どうな

ったのかという、そこら辺はよく御存じだと思うんですが、ちょっとそこら辺もわかれば教え

ていただきたいと思います。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 その地元から戻してほしいと言われる土地ですが、ごみ置き場ですか。仮置き場のところで

すか。これは私、その当時、仮置き場ができてから衛生課の方へ行っておりまして、その埋め

立てられてみえる経緯というのはわかりません。申しわけございません。ただ、今言いました

ように、その当時はそういう法にもたれて埋め立てを行っておりまして、その土地を新たに、

例えば今後そこへ家を建てるとか、整地をして掘り返すとかいうときには、それは出てきたも

のは産業廃棄物というふうで位置づけされておりまして、それは法にのっとった処分のあれで

処分していただかないかんことになっておりますので、申しわけございませんが、そのとき、

どこの町村でもそうですが、ある程度そういうあいているところとか川とかというところで埋

め立て処分がされていたと思いますが、そのときは法にもたれた格好で埋め立てを行っており

ますので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 今、環境の問題も大変大きく取りざたされている時期ですけれども、そういった意味では、

「愛知の環境のあらまし」という冊子を見ましても、土壌汚染についても記載がされておりま

す。農作物の生育に阻害されたり、また人の健康を損なうおそれのある農作物が生産されたり、

土壌を直接口にしたり、汚染物質が溶け出し、地下水を飲んだりするということで、人の健康

に影響を及ぼすおそれがあります。ごみの埋め立てについても、どんなものがどこに埋められ
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ているのか、また人体に影響がないのか、そういったことでは私はきちんとやっぱり今調査し

ないと、実態を。現実にはごみが埋められているのは確かですから、やっぱりそういうことを

今きちんと実態調査をして、もし土壌汚染の可能性なり、また土壌、何が埋まっているかわか

らない場合はきちんと調査をすべきだと考えますが、その点は見解をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 これにつきましては、先ほどもお答えをさせていただきましたが、一般家庭ごみということ

でございますので、有害物質等につきましてはほとんど入っていないというふうに理解をして

おりますので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 とりあえずどこに何が埋まっているかはぜひ調査してください。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 これは宮本議員の方にも、うちの方が調査した中で、どこにどういうごみが埋まっていると

いうことで調査表をお渡ししてございます。プラスチック、不燃物ということで、ほとんどは

そういうものが埋まっておりますので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 今私が言ったように、まだこれで、金棒グラウンドでもそういったごみが埋めてあったとい

うこともありますし、やっぱりまだ記載が漏れているところもあるわけですから、それはぜひ

今後調査をしていただきたいと思います。 

 では１点目の、大不況の中、大型事業よりも市民の福祉・暮らしを優先にというところの再

質問を行いたいと思います。 

 先ほど緊急通報システムについては早急に対応したいという福祉部長の答弁で、ぜひそれは

していただきたいと思います。午前中の介護保険の榎本議員の質問の中にもありましたけれど

も、愛西市の孤立死対策の取り組みの中にやはり１番に上げられているのが緊急通報システム

の設置でありますし、そういう点での重要性も掲載されております。申請があればやはりすぐ

に設置するように、ぜひ手配していただきますようにお願いいたします。 

 それから２点目の問題ですが、在宅で介護している家庭や、また高齢者は、佐織庁舎にある

地域包括支援センターにやっぱり相談に行きたくても行けないし、支所やなんかでは専門の職

員がやはりいないわけですよね。やっぱり包括支援センターにはそれぞれ専門の職員を配置し

なければならないということになっておりますし、また平成18年には設置義務化がされており

まして、一番の仕事はやはり総合的な相談窓口機能であります。地域の高齢者の実態把握や、

また介護保険サービス以外のさまざまな生活支援も含む総括的・継続的マネジメントが主な仕

事となっております。整備目標としてやはり中学校区を一つの単位として設置するということ

にもなっているわけでございますので、中学校区に一つあれば、専門職員が配置をされ、やは

り高齢者もそこへ行くにも行きやすいし、介護をしている方の家族にとっても、本当に時間が

ない中、遠くまではなかなか行けないということもありますので、そういう点では包括支援セ
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ンターをやっぱり中学校区に１ヵ所整備するという整備計画を早急にする必要があると思いま

すが、その点での見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 包括の事業でございますが、確かに総合相談事業等もございますが、18年といいますか、包

括ができて以降、また新たな仕事として、先ほども少し触れましたが、特定高齢者の把握事業

というのもふえてきておりまして、事業そのものもふえてきておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

 それから中学校区に一つということでございますが、実は来年度、老人福祉センターにおり

ました職員を今の予定では包括の方に増員をするというようなことも案として持っております

ので、機能強化に努めていきたいというふうに思っておりますし、それから支所等におきまし

ても相当経験の長い職員もおりますので、どういった相談か宮本議員が思ってみえる相談がち

ょっとよくわかりませんが、ベテランもおりますので結構いろんな相談に乗っておるというふ

うに今も思っておるんですけど、それで、もし自分たちの手に負えないようなことがあれば包

括の方に上がってきますので、そうすると包括の方が出向くとかいろんなことで対応していま

すので、決して支所も十分対応していると思いますので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 どんなと言われますと、実際に相談に行った方が、施設、病院から、やっぱり入院しており

ますと、すぐにやっぱり施設をどうしようという話になるんですよね。いろんな施設、なかな

か今、先ほどの質問でもありましたように、入所がなかなか難しい状況に、いろんな施設があ

るわけですけど、難しい状況で、初めてそういう相談に行ったときに、その全体の施設の名前

の書いてある用紙をもらって、自分で探しなさいと。そういうことで、本当にどうしていいか

わからない、病院からは出ていけと言われておるし、次の施設を探したくても探せないと。そ

れで、たまたまある方が、年金暮らしになったので、お母さんのそうやって用紙をもらって一

つ一つ行って訪ねて歩いて何とか施設に入れると。時間がないとできないんですよね。働いて

いる人たちではなかなか時間がないので、そういった施設を探すということもなかなか難しい。

また、ケアマネジャーの方になかなかすっと、初めてだとそういう相談をしてもすぐ対応でき

ないという状況もありますので、神戸市では、施設のあき状況とかいろんな情報が、それぞれ

全体の包括支援センターで状況をきちんと把握されて、それで親切に、今ここにこういう施設

がちょっとこういう状態であきがありますので一度相談されたらと、その地域へ行けばそうい

ったことで気楽に相談を親身になってやっていただけるということで、ある神戸市にお姉さん

がいる方が、そういった点で神戸市で本当に親切にしていただいたということで大変喜んで、

ということで私たちも神戸市の状況を調べたわけですが、やっぱりそういった施設のどういう

状況にあるのかということがきちんと市が把握していない、だから相談に乗れない状況という

のがあると思うんですね。ケアマネジャー任せなんですよ。それではやっぱり、市がやっぱり

きちんと窓口で相談を受けるわけですから、用紙を渡して「自分で探してください」では、と

ても、本当に右も左もわからない、介護保険もわからない方にとっては、市は何て冷たいんだ
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ろうとしかやっぱり思えないという状況だと思うんですが、そういった対応の仕方が今後でき

るでしょうか、お尋ねします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先回の真野議員の御質問にもお答えいたしましたように、民間の事業所さんでございますの

で、市の方からこちらへどうぞとか、あちらへどうぞとかということができるものかどうかと

いうことはどうなんでしょうかね。私どもとしてはそこまでちょっと踏み込んでお話しできる

のかなというふうに思っておりますし、それと、以前、介護保険ができる前は措置制度という

ことで、市がそういった高齢者の相談に応じて老人ホーム等に措置をするという時代であった

わけですけれども、そういったことが十分になされないもんですから、介護保険制度ができて、

ケアマネジャーさんが１人ずつついて、それぞれの状況に応じた対応をしていただくというこ

とに変わってきておりますので、その点もまた逆行するようなことにもならないような形でお

願いしたいと思います。 

○２７番（宮本和子君） 

 神戸市のお話を聞きますと、結構、包括支援センターも民間の方の、幾つか、七十何ヵ所も

あるわけですから、直営の施設ばっかりじゃないわけで、やっぱり共有しているんですね。そ

ういう施設の中身を共有して、この人にとってどこが本当にいいのか、その方の要望にこたえ

たやり方で相談を受けている。まずはお話を聞いて要望にこたえるということから私は始まる

と思うんですよね。その紙をもらって「どこかへ行きなさい」と言われたってなかなかできな

いので、やっぱりそういう対応の仕方だけではなくて、情報をきちんと市が持っていて対応す

る、そういうことが私は必要だというふうに思います。もうほとんど民間も公立もそういう点

では今はなくなっておりますので、特養にしても保健施設にしてもありませんので、そういう

点では、どこの施設がどのような状況ということをまず把握していただきたいと思いますが、

その点はいかがでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 施設の状況といいますか、高齢者ガイドブック等にも施設の一覧表を載せておりますし、い

ろんな形で、施設が新しくできたりとかいろんな状況がありますが、そういったことは把握を

して、いろんなペーパー等には載せて対応しているところでございます。 

○２７番（宮本和子君） 

 だから、入所できる、今待機がどのくらいいるとか、そういう中身で、住所と電話番号が書

いてある一覧表のことを言っているわけじゃないんですよね。今その施設がどのくらい待機者

を抱えているのかとか、こういう人は何とか早く入所できないのかとか、そういういろんな形

で相談に乗って、その情報をきちんと共有していないと、どこが今どういう状況なのかという

話もできないし、ここはこういう状況ですよ、ここの施設は今こういう状況ですよという状況

もお話ができない状態ですので、ぜひその点では情報収集をきちんと、その施設の待機の状況

も含めてぜひそれは情報を収集していただいて、きちんと相談者に対応できる、ここはいいで

すよとは言わなくても、ここが今こういう状態ですよと、ここの施設はこういう状態と、そう
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いうことがきちんと住民の方に、相談者にきちんとお話ができるような状況をぜひまずつくり

出していただくことが大切だと思います。ぜひそれはお願いしたいと思います。 

 それから３点目の方ですが、老人福祉センターの問題で、今までの老人福祉センターもそう

いった意味では、高齢者の介護、健康相談、多様な相談に対しても、包括支援センターや、ま

た保健センターとの連携もとって、講座も大変頻繁に行われてきました。やはり市の職員だか

らこそそういった連携もとってやれることですが、そういう点では、民営化されれば本当にこ

うした今までのような連携がとれるのか、また利用者の要望や把握も市としてきちんとつかむ

ことができるのかどうか、本当にそういう心配もあるわけですが、そういうことでの市のお考

えをお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 福祉の里佐屋の指定管理者になります福祉の里につきましては、従来からもデイサービスの

方に職員を派遣してくれておる事業所でございますし、今の老人福祉センターの状況は、全部

が全部というわけにはいきませんけど、ある程度承知をしているというふうに思っております

し、佐織の指定管理者でありますサンケアにつきましても、それぞれ介護の問題等にずうっと

従事してきた企業でございますので、私ども市の職員とも十分お顔等もわかっている状況でご

ざいますので、そういった連携がとれなくなるというようなことにはならないというふうに思

っております。 

○２７番（宮本和子君） 

 利用者の要望や把握についても、市としてどのようにつかんでいくのか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先ほども申し上げましたように、指定管理者の方も既にそういったアンケート等もとりなが

ら次年度以降の事業に生かしていきたいというふうに積極的に動いておってくれますので、十

分指定管理者の方でも把握してやっていけるというふうに思っております。 

○２７番（宮本和子君） 

 その施設がつかむんじゃなくて、市がそういった利用者の要望をどうやってこれからはつか

むんですかということを聞いている。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 協定の中で、施設がモニタリング等も、利用者の意向等、そういったことも聴取したりする

こともやることにしておりますし、そういった報告等も上がってきますので、そういったこと

で十分把握できるんではないかなというふうに思っております。 

○２７番（宮本和子君） 

 では、そういった意味では、きちんとやっぱり協定に従って、市がきちんと利用者の声を今

までと同じようにやっぱり把握するということに努めていただきたいと思います。それから包

括支援センター、保健センターとの連携も含めて、ぜひそういう点では今までと同じようなサ

ービスができるようにしていただきたいと思います。 

 また、障害者の作業所についてですが、特にのぞみ作業所は他の作業所より作業生が大変大
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きく、職員との長い間築いてきました人間関係というのを断ち切ることは、本当に精神的にも

不安定となって、問題行動を増長するようなことがあってはなりませんが、そういうことにな

りかねない。先日も、のぞみ作業所の利用者のお母さんが、作業生のお母さんのお話ですが、

やっぱり本当に、今までいろんなことがあったけれども、やっと今ののぞみ作業所の体制にな

って、職員とのやっぱり、安心して預けられるし、子供も安定してきていると。本当にこのま

まずうっとこういう体制でやっていただきたいというお話がありましたけれども、やはりそう

いう点では、職員体制を変えるということは障害者にとってとても不安になるということで、

そういう点での父母の理解を本当に得るということは私は難しいのではないかと思いますが、

その点はどのようにお考えですか、お尋ねします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 たまたまですけど、本日、のぞみ作業所の保護者会の説明会も開催、午前中にしております

ので、きょう聞けるかあす聞けるかちょっとわかりませんが、そういった保護者等の意見も聞

けると思いますので、宮本議員の御心配になるような点、私どもも障害者の人たちと職員の関

係というのは十分承知をしておるつもりでございます。そういった中で、出向等ということも

行って、スムーズな移行に努めていきたいというふうに思っております。 

○２７番（宮本和子君） 

 今度の、障害者の作業所は一括して、同じように四つの作業所のレベルアップをしたい、不

公平感のない均衡のとれたサービスをやりたいというふうなことであれば、私は別に、ほかの

社会福祉協議会でやっているところを市の直営で管理すれば、職員を出向したりとか、職員体

制を変えるとか、そういうことはないわけで、やっぱり今一番市がやろうとしていることは効

率第一で、やっぱり福祉施設を無理やりに民間委託するという方向で、住民の福祉や暮らしと

いうのを守るのがやっぱり自治体の仕事、特にそういった障害を持っている人たちはどう市が

守っていくのかと、そういう行政の役割じゃないかと思うんですよね。そういう点では、私は

もうこの際、市が直営で管理をして、この作業所については。やはりやっていくべきだという

ふうに思います。これを社会福祉協議会へ委託、指定管理するということは、私は自治体の仕

事を放棄するものだというふうに考えますが、そういう点での市の見解を求めます。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 確かに以前は何でもかんでも公でやるという流れであったかと思いますけれども、近年は、

そういった環境整備は市で行って、そういった直接対応していただくのは民間の方々にもお願

いをできるというようなことに変わってきておりますので、やはり役割が少し変わってきてい

るというふうなことも思っております。それと、公立だから、民間だからという話があるわけ

ですけれども、やはり私はそこに働く人がどうかかわるかということだと思いますので、そう

いった職員の状況、意欲を持ってやっていただく職員がそろえば、それは公立でも民間でも同

じ同様なことができるというふうに思っております。 

○２７番（宮本和子君） 

 そういう点では、逆に言うと、何でも民間に任せればいいという形、よければ何でも民間に
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任せればいい、そういう言い方にもとれるんですけど、やはり福祉施設というものは、私は市

の責任というのは大きなものがありますし、やっぱり愛西市民が安心してゆだねることができ

る、障害者のお母さん方にとっても、今まで本当に佐屋でのぞみ作業所ができるまですごく努

力して、市と交渉しながら今の体制、市も、その当時は佐屋町ですが、協力しながら今の体制

をつくってきた経緯もあるわけですね。そういう点では、社会福祉協議会に一括するという選

択せざるを得ない、そういう部長の気持ちもわからないことはないんですが、でも、民間は民

間ですね。やっぱり市は市。公的なやっぱり仕事として責任を持つ、そういうことがぜひ私は

必要かと思います。 

 ４点目ですが、総合斎苑の建設の方に行きます。 

 兄弟も親戚も少ないし、最近は参列者も少なくなっているし、100人・150人のホールなんて

だれが使うんだろうか、こんな声も寄せられております。どのような根拠があって100人・150

人のホールを建設するのか。また、どのくらいの人が本当に利用されるのか調査されています

か、お尋ねいたします。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 これにつきましては、人数の関係でございますが、先ほども副市長の方から申し上げました

ように、いろいろ検討委員会、それからまた議会の中の特別委員会等でいろいろ議論をしてい

ただいた中で決めさせていただいておりますので、よろしくお願いします。 

 利用の調査でございますが、これについては行っておりませんが、ただ、近隣のそういう施

設を視察なり行っていただいておりますが、そういう状況から見ますと、今のこういう社会情

勢といいますか、家庭事情といいますか、そういう中で利用はかなり多いというふうで計画を

させていただいておりますので、よろしくお願いします。 

○２７番（宮本和子君） 

 100人・150人というホールなんですよね。なかなか私も、この100人・150人というと結構た

くさんの方が参列するようなお葬式で、一番ここの近くでいきますと、すぐ北一色にある斎場

なんかは本当に歩いて行けるからここが一番という、やはりそういう方、高齢者になると本当

に少なくなりますし、家族も本当に親戚も少なくなって、参列する方が少ないわけですよね。

だから、本当にそんなに人数の大きなホールをつくる必要があるのだろうかと。どなたに聞い

ても、やっぱりそういう点では大き過ぎるというのが一番の斎場の問題で、お声をかけますと

そういう声が一番多いわけですね。そういった市民の声がなかなか市に反映されない。市長は、

住民参加、市民が参加、市民が主役というのか、市民の意見を聞きながら今度やっていきたい

とか、いろんなところでそうおっしゃっているわけですけど、全然そういう点では、大型事業

を進める上では、すごく強引なやり方でやられているなということを感じるわけでございます。 

 それで、きのう斎苑の問題で私が質問しましたけれども、ホールの問題で。やっぱり一つの

祭壇でどんな宗教にも間に合うということは、私はどんな、いろんなキリストの方も見えるし、

いろんな宗教の、神道の方も見えるでしょうから、いろんな形の宗教があるんですが、どんな

祭壇なんだろうかなということをすごく思うわけです。それで、他の祭壇を用意したい場合に
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は他の業者に頼むということになりますし、そうなりますと、設置してある祭壇を片づけたり、

終わればもとに戻さなければならないとか、それじゃあ、そういった場合はだれがそういう費

用を負担するのかな、そんなこともきのうの質問を聞いて思ったわけですが、そこら辺はどの

ように考えておられるんですか。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 これはきのうもお答えをさせていただきましたが、ほかの斎場なんかを視察等させていただ

きました結果、そういう祭壇を使ってみえるということでございます。それで、今御質問あり

ました撤去、それから違う祭壇を持ち込みとかになりますと、貸し館という方向で進めさせて

いただいておりますので、それぞれ葬儀屋さんにつきましては個々に頼んでいただいて、そこ

の中でやっていただくということになりますので、それについては個人さんと葬儀屋さんの折

衝になるというふうに考えております。 

○２７番（宮本和子君） 

 じゃあ改めて、そこら辺は、その部分は本人というのか、貸していただく方の負担というこ

とになるかと思うんですが、そうなりますとまた余分にお金もかかるわけですけれども、本当

にそういう点では、今回このホールの問題については、やはり大き過ぎると、必要があるのか

という声は大変多いわけでございます。 

 それで、今、市長も下水道の説明会など、いろんなところへお話に行かれていると思うんで

すが、愛西市は県下で下から２番目の財政力だと言っていると。いろんなところで市長はおっ

しゃっております。そんな中で、本当に100人・150人、こんな大きなホールをなぜつくるんだ

ろうと、お金がないと言いながら。本当に市長の話は矛盾していると、こういうふうにおっし

ゃる方もいるわけですね。それで、今、市民の人は、もう本当に要らないと。100人・150人の

セレモニーホールは要らないと。つくって、そんな大盤振る舞いするんなら、そういった福祉

や暮らしにお金をかけてほしいと。 

 それで、片一方では、行政改革の名のもとで効率第一というふうに言われておりますけど、

どんどん市の福祉施設を民営化して福祉予算を削っております。特に緊急通報システムは本当

にひとり暮らしの高齢者にとっても命にかかわること、なのに待機者がいて設置してもらえな

いという状況、それは順次今後は設置されるというお話ですが、やっぱり本当に住民の、今、

大不況の中で、本当に毎週のように私の方にもいろんな相談があって、もうお金が1,600円し

かない、何とかしてほしい、そういう方も、本当に今、暮らしの面では市民の皆さんは大変厳

しい状況に追い込まれている方がたくさんあるわけでございます。そういった意味では、片一

方でどんどんどんどん福祉を切り捨てて、そして大型事業にどんどんお金をつぎ込む、やっぱ

りこれでは市民の皆さんに納得を得られないというふうに感じるわけですが、市長のぜひ見解

をお聞かせ願いたいと思います。 

○市長（八木忠男君） 

 宮本議員の御質問にお答えをいたします。 

 お２方のことを言ってきて、宮本議員さんだけに言えんとどうしようなんて思っていました。
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今まで御提案、御意見、御提言、数々いただいてきましてありがとうございました。一つ一つ

是々非々でありまして、その都度御答弁はさせてきていただいております。今おっしゃってい

ただいたもろもろの状況のことでもそうですし、旧佐屋時代の親水公園、体育館でも賛成して

建てられて、さあ結果、つくり上げれば、後、維持管理が大変、どうしてこんなものをと言う

方もあるわけでありまして、今、職員のこともおっしゃっていただきました。民間のことも。

すべて人が人に接する場合、職員であろうと民間の方であろうと気持ちは一つでなければいけ

ませんし、職員がそうした怠慢、あるいは対応のまずさがありましたら、これからはこうした

場では御提言いただけませんので、その都度、どしどし市の方へおっしゃっていただけたら幸

いであります。 

 そして、大型事業の話もありました。しかしながら、いつもこれも申し上げてきました。次

世代へ伝えるべく今合併して基盤整備を整え、体力をつけるという考え方のもとで、特例債も

使い、進めているわけでありまして、昨年の４月の選挙においても住民・市民の皆さんから信

任を得たと、斎場に関しても。そうしたことを思って、これを進めるべく今後も努めてまいり

たいと思っているところであります。どうぞこれからもいろんなまたお立場で御指導いただけ

たらと思います。以上でございます。 

○議長（加賀 博君） 

 これで27番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は３時20分再開といたします。 

午後３時10分 休憩 

午後３時20分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位５番の22番・永井千年議員の質問を許可いたします。 

○２２番（永井千年君） 

 ４年間の最後の一般質問ということで、今回は４点について、市民の要望について伺いたい

というふうに思います。 

 まず最初に、庁舎問題であります。 

 庁舎の位置の変更を行政改革の名目で行うのはおかしいという声が、私のところにも届けら

れています。日本共産党が市政アンケートでは「４庁舎を維持する」というのが75％と、圧倒

的な市民の意思となっています。この合併協定の基本事項であります事務所の位置の変更をな

ぜアンケートや住民投票などで市民に直接聞こうとしないのか、これまでも何度も答弁を求め

ていますが、改めて市長の答弁を求めたいというふうに思います。 

 合併協定には「総合支所機能を有する分庁舎」という条項がありますが、この見直しをする

という条項はありません。この協定の後ろの方に「組織及び運営の見直し、効率化」という条

項がありますが、これはあくまでも総合支所機能を有する分庁舎とするということを前提とし

たものであるはずであります。組織及び運営の見直し、効率化という条項を根拠にして、この
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基本事項まで変えて分庁舎を配置しようとするのは、協定の拡大解釈、曲解ではないでしょう

か。市長は合併協定の調印者の一人として、協定の基本事項を誠実に実行する義務があります。

こうした変更をどのように考えているのか、答弁を求めたいと思います。 

 三つ目です。名を体をあらわしますので、名前は大変大事であります。総合支所を廃止し、

出張所とすることは、総合的行政サービスをやめることにつながるのではないか。出張所での

サービスはどこまでやるのか。先ほども福祉の相談について触れられておりましたが、こうし

た福祉も含めた相談、申請、交付など、すべてが行えるワンストップサービスとなっていくの

か。庁舎検討委員会も言っています「市民サービスの低下はさせない」は実現するのか、具体

的な答弁を求めたいと思います。 

 統合庁舎をつくり、旧庁舎を維持すると維持管理費用が膨らむから、旧庁舎は廃止するとい

う声も聞こえてきますが、統合後の維持管理費用の試みの計算は行っているのでしょうか、こ

の点について今の検討内容を御説明ください。 

 大きく２項目めです。上下水道料金の引き下げ、格差是正になぜ真剣に取り組まないのかに

ついてお尋ねをいたします。 

 愛知県内の平均水道料金は月30立方メートルで3,867円です。これは佐織地区は3,850円とほ

ぼ県の平均と同額となっていますが、これに対して八開地区は5,197円と県平均の134％、海部

南部水道は5,544円と143％で、皆さん御存じのように県下で１番が海部南部水道、２番が八開

地区という料金となっておりまして、県平均とほぼ同じの佐織地区と大変大きな格差がありま

す。今、多くの市民の方から、なぜ同じ市民なのにこのような格差があるのか、合併して５年

もたっているのに放置されるのはおかしいのではないか、早く料金を引き下げてという声がた

くさん届いています。 

 この問題で、合併調整では５年を目標に調整すると、料金格差の調整を段階的に実施すると

なっています。これは合併後直ちに調整を開始して５年で格差をなくすことではなかったので

しょうか。20年の11月25日の全員協議会で22年度から八開の料金を佐織へ統一する試みの案を

一たん公表しながら、なぜこれを撤回してしまったのか。一刻も早く料金統一の早期実施を行

っていただくよう求めます。その際、一般会計からの繰り入れ、そして新規加入者の分担金を

収益的収支の方に入れるなど、料金引き上げとならないように措置することは当然であります。

先延ばしせず、市民に対する約束をきちんと守っていただきたいと思います。先ほども市長も

この上下水道の問題に触れられておりましたので、今議会で市長に明確な答弁を求めたいとい

うふうに思います。 

 上水道の問題で二つ目の問題は、月５立方メートル使用の料金、県平均は917円となってお

ります。これに対して、佐織地区は1,100円と県の平均の120％、八開地区は3,465円と、何と

県平均の378％、海部南部水道は147％と、30立方メートルよりもさらに格差が広がっているわ

けであります。特に八開地区の５立方メートル使用の月額料金3,465円は、まさに日本一の料

金となっておりまして、これ以上放置することは許されないと今まで何度も求めてきています

が、前向きの答弁がこの間一切ありません。ひとり暮らしの高齢者から、これでは八開では暮
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らしていけないという悲痛な声が届いています。少量の利用者の負担軽減を強く求めたいと思

います。市長はこうした問題を放置していることに何の痛みも感じないのかどうか、明確な答

弁を求めたいと思います。 

 下水道料金についても、合併調整で、公共下水の供用開始にあわせて21年４月から施設の管

理運営の均衡を保つ約束でありました。これは21年４月から料金と管理方式を統一することを

意味するものと思います。最近の答弁では、23年度末まではこのままいくと答弁されています。

なぜ合併調整の約束を簡単にほごにして３年先延ばしてしまったのか、この問題についても市

長に明確な理由を示していただきたいと思います。 

 大きく三つ目であります。市民の声にこたえ、新学校給食センターの建設をストップして自

校調理方式への転換を求めたいと思います。 

 日本共産党の市政アンケートでは、自校調理方式を広げていくというふうな回答が40％、佐

織は自校調理方式で他の地区はそれぞれ現状の方式でという方が39％で、新給食センターの建

設賛成は15％しかありません。今、３月30日にも業者グループを決定して４月初めにも基本協

定を結ぼうとしていますが、このような市民の声を無視した業者選定手続を直ちに凍結して、

学校給食施設のあり方から検討し直すことを強く求めます。 

 北部地域の給食施設整備の考え方がさきの全員協議会で示されました。28年までは親子方式

で整備を行い、28年以降にセンター方式との比較検討の中で具体的な整備方針を策定していく

というふうにまとめていますが、この北部地域の学校についてどのようなケースが考えられる

のか、学校ごとに具体的に示していただきたいと思います。また、21年９月議会でも、副市長

は市全体の計画をつくるというふうに約束をされました。南部地域の計画はそのままで、なぜ

北部地域だけの考え方となったのか、お答えをいただきたいと思います。 

 最後に、巡回バスの問題であります。 

 巡回バスのさらに改善を図り、市民の足として発展を求めたいと思います。 

 昨年９月１日からのコース、バス停、運行時間の改善によって、すぐ近くにバス停ができた

のでありがたいの声とともに、医者や市役所、駅へ行くのに使いにくくなった、時間がかかり

過ぎるなどの改善を求める声が届いています。いつも熱心に利用してみえた巡回バスのファン

とも言うべき人が私の近くにもいますが、この早尾町の人の場合、立田庁舎に行く場合には時

間的には三つの方法があるが、庁舎での待ち時間は２時間47分、そして１時間、２時間42分と

なり、待ち時間が長過ぎてとても利用できない。八開診療所へ行くにも、スタートが遅く、帰

りが昼になってしまうと。藤浪に出るにも、今まで短い時間で到着できたのが、一番早い時間

で行くと43分も早尾からかかります。帰りもまた逆に早い時間しかなく、大変利用しにくい。

市役所へは今まで１番に乗れば９時５分に市役所に到着したが、立田コースから佐屋コースへ

の乗りかえ時間が合わずに利用できなくなった。これでは私にとっては改悪だと訴えられまし

た。 

 20年９月からの６ヵ月と21年９月からの６ヵ月を比較しますと、庁舎間コースと佐織の土曜

運行がふえたにもかかわらず、立田コースと佐織コースと庁舎間がふえておりますが、佐屋コ
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ースで大きく9,419人減り、つまり１日当たり67人も佐屋で減ったわけでありますが、乗車数

が合計で言いますと６万1,262人から５万6,836人と、4,426人、１日当たり31人も減っていま

す。これではせっかくの改善が成功したとはとても言えない状況ではないでしょうか。総務部

長も昨日の答弁で、昨年の改善は行政主体で進めたと、今後は検討委員会の回数もふやして利

用者目線で検討を進めていくというふうに答弁をされています。改めて改善の課題、方向や方

法、改善時期についてどのような考えを持ってみえるのか、お答えいただきたいと思います。 

 二つ目です。病院に月２回通う方から、高齢者タクシーのチケットを年48枚にしてほしいと

いう声が届いています。つまり、24枚では往復で考えますと月１回しか医者に行けない、48枚

あって初めて月２回行けるということで、切実な声であります。 

 また、飛島村では、海南病院へ行く目的の海南病院の通院支援タクシーが昨年の10月から始

まり、大変好評だということであります。これは前日に予約して、巡回バスのコース上のバス

停から乗って、１乗車500円です。海南病院まで大体2,500円かかるそうでありますから、その

差額は村が負担をしていると。半年間で144人が利用されて、村の持ち出し経費は半年で38万

円程度であります。今、こうしたデマンドタクシーといいますか、こういうタクシーが各地で

広がりを見せています。あくまでも巡回バスの改善を軸にして、こうしたタクシー利用も含め

て市民の足をどのように確保していくのか、総合的な検討が必要だというふうに考えます。市

の考えを伺いたいと思います。 

 以上４点について御答弁いただきたいと思います。 

○市長（八木忠男君） 

 永井議員の質問に私の方から最初にお答えをいたします。 

 まず庁舎の件でありますが、庁舎の位置についてなぜ市民にということであります。これも

今までも申し上げてきております。合併後３年を過ぎたところで、庁舎のあり方、機能、組織

などに係るところの大変さまざまな課題を議会でも指摘いただいてきたところでありまして、

その内容について検討委員会をお願い申し上げ、議会からは２名の議員さん、そして一般の市

民・住民の各団体の代表の皆さんに検討委員会を進めてきていただいているわけであります。

そうしたことで、直接市民の声、アンケートというようなお話であろうかと思いますけれども、

今答申をいただき、市民の皆さんにアンケートという考え方は持ってございません。しかしな

がら、もう今まで数々検討委員会で協議もいただき、私どもも他の合併をされた市へ出向き、

あるいは情報収集しながら、判断を今後もしていきたいと考えているところであります。 

 そして次に、合併協によるところの組織・運営の見直し、効率化の条項を根拠に廃止するの

はという内容でございますけれども、これも先ほど申し上げましたとおりでございます。合併

協の調印をした一人といたしましても、この組織・機構の見直しなどは、この庁舎ばかりでな

くて全体に係るところの内容でありますし、議会の皆さんにも御提案申し上げ、あるいは御協

議を煩わせながら今後も進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 そして、名は体をあらわす、総合支所、あるいは出張所、あるいはサービスセンターなどな
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どいろんな名称はあるわけでありますけれども、まさに廃止をするわけでございませんし、各

今までの分庁舎であったその状況を十二分に踏まえまして、市民サービスの低下のないように、

そんな答申をいただいているわけでありまして、これから職員の中によりますそうした協議の

場を重ねながら進めてまいりたいと思っております。 

 そして、庁舎を廃止する声と統合の維持管理費用、こちらの方につきましては担当から答弁

をさせていただきます。 

 そして、庁舎検討につきましても、これは大変皆さん方にこれからもいろんな多面的に協議

を煩わせるわけでありますけれども、十二分に私どもも内容を精査しながら、御提案、あるい

は御協議をしていただくべく内容をもって進めたいと思っております。 

 次に、上下水道の引き下げであります。 

 これもかねてからいろんな方に御質問をいただきました。５年をめどにという調整という内

容も合併協の中であったわけでありますけれども、残念ながら今、上下水道とも統一できる状

況にはありません。来年すぐという状況ではありませんので、この内容につきましてもいろん

な、それぞれの上水は上水、下水は下水の現在の状況を踏まえ、あるいは料金体系などがずう

っとついて回るわけでありますので、下水にしてもしばらく時間がかかるという考え方でおり

ます。 

 上水につきましても、これまでも佐織地区を県水100％にすべく値上げをしてまいりました。

これは、合併をする前にも佐織は値上げをしました。そして平成19年度でしたか、これも値上

げをさせていただきました。そしてなおかつ今統合ということであれば、小さい八開さんの状

況を吸収すべく佐織の料金と統合ということになれば、当然、佐織の料金は上がるわけであり

ますし、今、八開さんのいろんな状況は、南部水道もそうでありますが、合併前からのその状

況を引き継いでおります。しかしながら、合併をしたから今すぐというわけにはまいりません。

５年を経過しましたけれども、これもそれぞれの水道事業の内容などを十二分に考慮しながら

進めていかなくてはいけないと判断をしております。痛みが伴う内容でありますので、その点

は御理解をいただきたいと思いますし、今、住民のいろんな値下げの声がということはありま

すけれども、値下げの声と同時に値上げがついて回ると、値上げが不可欠ということでありま

すので、その点も十二分に御判断をいただきたいと思っておりますし、これからも県水100％

に近づけるべく、旧佐織の水道事業、あるいは八開の水道事業につきましては新年度で完了予

定であります３億6,000万円ほどの投資をし、設備更新をしてきているところでありますし、

そんな内容も皆さん方は十二分に御承知のとおりであります。 

 これからもいろんな協議の場で御提案をさせていただきながら、大変難しい上下水道の料金

体系でありますので、しばらく時間をいただきたいと思っておりますし、平成22年度からの提

案、事務局案というようなことを、平成20年11月25日ですか、お示しをしたという内容につき

ましては、現段階、その内容につきましてはできかねるというお答えをさせていただきます。

以上でございます。 

○企画部長（石原 光君） 
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 それでは、庁舎の関係で４点質問をいただきました。 

 最後の庁舎の維持管理費について、統合時の費用の試算は行ったかという御質問でございま

すけれども、当然ながら、いわゆる現行の４庁舎と統合庁舎とした場合の比較、これは当然行

っております。それで、維持管理費、あるいは耐震補強、また将来の大規模修繕費用について

も、これは他市の状況等を参考にいたしまして、試算として既に一番当初の検討委員会の方へ

報告書として提示をさせていただいております、状況について。そしてなおかつ、一応この報

告書については昨年12月に答申をいただいた後に議員さんの方にも配付をさせていただいてお

ります。そして報告書の資料の中に、先ほど御質問がございました統合した場合の維持管理費、

これは先ほど申し上げましたように、他市の状況、あるいはそういった参考資料等を参考にし、

いわゆる統合した場合の年間の維持管理費、あるいは10年後、15年後、そういった経費も試算

としてお示しをさせていただいております。一度ごらんをいただきたいと思います。そういっ

た関係で、当然試算といいますか、そういうものはしております。以上です。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 それでは私の方から、新しい給食センターの建設につきましてお答えさせていただきます。 

 この件につきましては、ここ２年間ほどではございますが、いろいろな場所で論議をいただ

いているところでございます。これに伴いまして関連予算等も議会に提出させていただきまし

て、御議決をいただいておるところでございます。したがいまして、９月議会でもお答えいた

しましたとおり、申し出されておりますような考え方はございません。現在の方針で進めてま

いりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 次に、北部地区の給食施設整備の考え方でございますが、市の南部地区につきましては２年

ほど前に施設整備の考え方をお示しし、既に計画段階から実施段階に進んでおります。したが

いまして、残っております北部地区の給食施設整備の考え方をお示しいたしまして、市全体の

給食施設整備の方向性を明らかにすることになると考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 また、施設整備について学校ごとにどのようなケースが考えられるかということでございま

すが、これも全員協議会で配付をいたしましたように、いろいろな考え方がございます。よろ

しくお願いをしたいと思います。以上でございます。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 それでは私の方からは、巡回バスの関係についてでございますけれども、今議員が申されま

したように、昨年の９月、以前に増してのより利用をしやすい、かわいがっていただけるよう

なバスということで見直しをし、実質やったわけでございますけれども、今議員が言われまし

たように、時間がかかるとか、非常に効率が悪くなったというような意見をいただいておると

いうのが現実でございます。そういうような意見をいただきましたことにつきましては、昨日

も申し上げましたように、11月とことしの２月に行いました検討委員会の場におきまして委員

の皆様にも御報告を申し上げております。 

 そういうような中で、先ほども言われましたように、先回までの見直しにおきましては委員
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さんの御意見をもとに行政が主導で導きまして御承認をいただくというようなことで考えてお

ったわけでございますけれども、先回のときにも申し上げましたように、いずれにいたしまし

ても、皆様方の方で知恵を出していただいて、とにかくかわいがっていただける、利用してい

ただけるようなバスにしていきたいというようなことをお願い申し上げました。そういう中で、

ある委員さんからは、例えば４地区から代表が出ておるから、地区ごとに分科会でも開いて、

地区の生活してみえる皆様方の地域の意見としてまずは集約をしたらどうかというような意見

は出されましたけれども、そういうような方向で進むというようなところまでは至っておりま

せん。 

 いずれにいたしましても、平成22年度、といいますのは22年度におきましても当初予算にお

きまして今現在９月から行っている試行についても進めさせていただきたいというようなこと

で予算を上げておりますということも申し上げておりますので、委員さんについてはその点も

御承知をしてみえます。それで、委員さんから意見が出ていましたのは、あくまで車に乗れな

い人等の関係が一番多いことでございますので、市民みずからが積極的に巡回バスを利用しよ

うという意識づくりが必要ではなかろうかと。といいますのは、委員になられて初めて巡回バ

スに、委員として務めていくには巡回バスに乗らなければ状況等がわからないというようなこ

とで乗ってみえる方もございましたので、改めて委員さんに、いずれにしても皆さんの意見で

よりよい知恵を出していただいて、改善に向けて進めていきたいということをお願いしたとこ

ろでございます。そういうような中で、見直しの時期等ということも議員申されましたけれど

も、まだまだそこには至っておりません。 

 それから２点目の、タクシー利用を含めまして市民の足をどう確保していくんだというよう

なことでございます。先ほどの議員の壇上からの質問の中で、飛島村についての直接のデマン

ド方式のタクシーの問題も御提案がありました。いずれにいたしましても、自家用車が利用で

きない人の足をどのように確保していくかというようなことが一番大事ではなかろうかと思っ

ております。いずれにいたしましても、巡回バス検討委員会だけでなく、庁内の関係部局等の

連携も密にいたしまして、よりよい公共交通にしていきたい、このように考えておる次第でご

ざいますので、よろしくお願いします。 

○２２番（永井千年君） 

 それでは、逆に行きます。 

 まず巡回バスの問題ですが、やはり私が紹介した例というのは、いつもいつも熱心に巡回バ

スを今まで利用された方で、これは大変貴重な意見だなと思って聞いておったんですが、私の

ところに時間割りまで、私の場合、今まではこういう時間で利用しておったけれど、だからこ

ういう便利さがあったけど、ダイヤが変わったことによってこういうふうになってしまったと。

だから、今までは全面的な利用をしておったけど、全面的な利用がもうできなくなったという、

大変悲しげな感じで届けていただいたということなんですね。 

 こうした例は各地にあるような気もしますので、僕は利用者、きのうも話がありましたけれ

ども、利用者のそういった実態をやはりよくつかんで、答弁いただいていない話の中なんです
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けど、今後どういう方向で改善を図っていくのか、どういう課題があるかということを、そう

した声を集約すれば出てくると思うんですよね。ぜひその点で、現在はまだ課題の整理がされ

ていないかもしれませんけれども、今後早急に利用者の意見をきちんと聞くということをやっ

ていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今議員が申されましたように、私どもの方には13件の意見が出されてきております。そうい

うような中で、今議員が申されましたように、今までのバスではこういうふうに行けたんだけ

れども時間がかかるとか、この時間改正がされたことによってバスが乗れなくなったというよ

うな意見も中にはあるわけでございます。そういうような中で、まずは、おのおの利用される

方々の利用形態こそは異なりますけれども、まずそのようなことから一つずつひもといていく

必要はあるんではなかろうかなと。そういうようなことを検討委員会でも話し合っていきたい、

そのようなことで考えておるところでございます。 

○２２番（永井千年君） 

 ぜひ総務部長の頭の中でもそういうことが具体的に、意見を聞いて、改善の方向がイメージ

できるように努力していただきたというふうに思います。 

 それからタクシーの問題というのは、一つの提案でありますが、市民の足をどう確保してい

くかという点で、今は巡回バス検討委員会で巡回バスの運行について検討されておりますが、

地域交通、地域の交通をどうしていくのかという、もうちょっと津島市なども含めて幅広く考

えることや、あるいは飛島村などでは村内循環バスの利用が大変少なかった中でそのタクシー

利用の問題が出てきたそうであります。先ほども僕が言いましたように、飛島村では38万程度

でこの６ヵ月行えているわけでありますので、年間でも100万いかないわけであります。そう

いう巡回バスの改善、皆さんが乗っていただくということを軸にしながらも、その地域の交通

全体についてこれからどうしていくのかということで、ぜひ市の方でもう少し幅広い検討を行

っていただきたいというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 いずれにいたしましても、巡回バス、また地域交通の関係等もあります。私、これは総務部

長として議会の方で出させていただいておるわけでございますけれども、議会の本日の御意見

等におきましても巡回バス検討委員会の場におきまして御紹介もさせていただきながら進めさ

せていただきたく考えますので、よろしくお願いします。 

○２２番（永井千年君） 

 じゃあ戻ります、最初に。 

 庁舎の問題です。庁舎の問題につきましては、ちょっと正確な答弁がされていない部分があ

りますが、それも含めて再質問したいというふうに思います。 

 市民に皆さんも直接いろんな声を聞いていただいていると思いますが、圧倒的な方がやはり

合併の約束のように４庁舎をきちんと維持してほしいという声が多数であるというふうに非常

に思いますが、市民の声をやっぱり直接聞こうとしないというのは、こうした声にやはり耳を
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ふさいで突き進んでしまおうと、今の庁舎統合をね。そのような感じが非常に強い。議会の議

員に決めてもらえばいいということですから、今度新しく24人の議会が誕生したときにどうい

う議会が誕生するかわかりませんが、やはりこの問題は合併の約束の基本中の基本であります

ので、ぜひ市民の声を直接聞くやり方について御検討をいただきたいというふうに思いますが、

あくまで市長は、もう検討委員会の結論が出たので必要ないと、これからは市民の声は聞かず

に内部で検討委員会の答申を軸にして進めていくというふうに先ほどの答弁は言われたという

ことなんでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 答弁で言ったつもりなんですけれども、分庁舎をなくすわけじゃございませんので、間違え

をしていただかんように、住民の皆さんにもきちんと伝えていただきたいと思います。ある会

報の中でも「なくなる」というような言葉が使ってありますので、決してなくすわけじゃござ

いませんので、その点だけはくれぐれもお願いをしておきますし、市民・住民の皆さんからア

ンケートをとってという考え方は持ってございません。そして、市民の皆さんからの意見を聞

く耳は十二分に持ってございます。以上でございます。 

○２２番（永井千年君） 

 そうしますと、いわゆる総合支所機能を有する分庁舎は維持すると、維持した上に統合庁舎

もつくるという考え方なんでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 これも答えたと思うんですけれども、今まで総合支所とか出張所とか、名称は別として、市

民・住民の皆さんに御利用していただける、サービス低下のないような、他の市も、合併先進

地はたくさんあるわけでありますので、そうした状況も参考にさせていただきながら進めると

いうことでございます。 

○２２番（永井千年君） 

 ちょっと何度もくどいようですが、庁舎は維持すると、４庁舎はどういう形態にしろ維持し

ていくという考え方が今表明されたということで理解してよろしいんでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 これも検討委員会の答申の中で、出張所は４出張所以内という考え方の中で、市の考え方と

して今そうした状況を、本庁舎を含め４庁舎は維持をしていきたいということでございます。 

○２２番（永井千年君） 

 そうすると、検討委員会では立田庁舎や、あるいは佐織庁舎の売却論が紹介をされておりま

すが、検討委員会の委員の声としてね。それで、12月の最後のときに市長はこの検討委員会の

結論を軸にしてこれから検討していくということを言ってみえましたけど、それは変えると。

つまり、検討委員会は４庁舎はどこに置くかわからないと、そこの中で売却論やいろんなもの

も出ているという状況ですよね。そのとおりではないと。市長としては４分庁舎はどういう形

にしろ廃止することは絶対にないというふうに、庁舎検討委員会の結論よりも一歩進まれたと

いうことなんでしょうか。 
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○市長（八木忠男君） 

 当然、検討委員会の中でも４出張所という中身についてはそうした考え方ではなかったかな

と、そんなことを思います。そして、立田庁舎、佐織庁舎を売却ということは私は存じ上げま

せん。 

○２２番（永井千年君） 

 存じ上げませんって、市長、ちゃんと答申の文書の中に売却論が出たというふうに書いてあ

るじゃないですか、立田の売却論や佐織の売却論が出たと。それで当然、答申の一枚のぺらぺ

らじゃなくて、その検討委員会の最初から最後までの検討結果をまとめた文書、附属文書があ

りますよね。それも含めて検討委員会の結論だというふうに、そういう意味で12月のときに僕

は言われたというふうに思っているんですね。それを今、そんなこと書いてあるかといって、

じゃあ市長は読んでいないということですか、それ。 

○市長（八木忠男君） 

 具体的な売却論の中身は存じ上げないということでございまして、今おっしゃっていただい

たその12月の私の考え方をお伝えしたのは、検討委員会の答申を尊重して、今プロジェクトチ

ームで私ども庁舎内の中でチームをつくって検討して、皆様方にまたこれもお示しするという

ことをお伝えしているわけでございますので、よろしくお願いいたします。 

○２２番（永井千年君） 

 ちょっと角度を変えて聞きます。 

 一昨日、立田庁舎での平日の確定申告相談をなぜやめてしまうんだと。やることがおかしい

んではないかと。税金をいただく事務なんだから、これは最優先すべき事務ではないかと。１

ヵ月ぐらい体制をとってやるのが当然だろうと。だれがこんな廃止するということを決めたん

だと。これからは日曜日の半日しかやらんそうだな、４回かそこらしかやらんそうだなという

ことで、それは市長が決めたのか議会が決めたのか、どこが決めたんだと。いや、議会ではま

だそんなことは別に決めてないけど、既に、多分市長の指示でそうなったんだろうし、全協で

も報告されましたというふうにその方に言いましたが、大変お怒りでありました。申告に行け

ないと、来年からは。立田庁舎の確定申告相談は、昨年1,312名が相談に見えています。八開

庁舎でも888名の市民が訪れています。 

 これは、今、庁舎を維持すると、４庁舎を維持するという中で、一方でこの庁舎でやってき

たことをどんどん形骸化していくということは、これは大変矛盾する行為じゃないんでしょう

か。先ほども福祉部長の方から、総合支所にも介護の問題やなんかに詳しい専門的な知識を持

つ人がいるから支所でも十分対応できると。つまり、こうした確定申告も含めて、本当に総合

的な行政機能、相談機能が維持されるかどうかということだろうと思うんですよ。何よりも答

申の中で「絶対に住民サービスを低下させない」というところが明確な言葉としてあると思う

んですが、今言いましたこうした立田庁舎や八開庁舎での確定申告相談の平日の廃止なども含

めてもう一遍見直して、庁舎での市民サービスを充実していくと。当然、統合庁舎をつくって

そこに本課を集めるというふうになっていますから、今まで本課と総合支所で一体として総合
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的な行政サービスというふうになっていたのが、本課が統合するということになってしまいま

すと、むしろ今の総合支所、５人とか６人とか７人とか、そういう人数でありますが、それを

むしろ充実していくということの方向になっていかなければ、今の市長の話は絵にかいたもち

のような話になってしまうと思うんですが、今の確定申告相談の話も含めてちょっと答弁いた

だきたいというふうに思います。 

○市長（八木忠男君） 

 確定申告の件につきましては、担当、あるいは内部の考え方の中で、佐織、佐屋だけでとい

うような報告が私にありました。それで、なぜだと、何を言っているんだということで今の形

にさせているところであります。そして、人数をふやさなくてはいけないんじゃないかと、将

来。それはよく今後検討し、精査し、そうした内容は協議をしていくべきと思っております。 

○２２番（永井千年君） 

 確定申告についても撤回はしませんということでしょうか。これは本当に市長、評判悪いで

すよ、これをなくすることは。１人じゃないですから、私のところへ来ておるのは。 

○市長（八木忠男君） 

 １人、10人、100人、いろいろあろうかと思いますけれども、先ほどの巡回バスでもしかり

です。いつも永井議員の内容の中では１人、２人とか、そうしたお言葉をいただくわけであり

ますけれども、私どももいろんな声は聞いております。その中で、この組織・機構の見直しと

か、将来にわたっての愛西市のあり方などを十二分に検討し、考えて進めているところでござ

います。 

○２２番（永井千年君） 

 それから、先ほど企画部長が４庁舎のコストのことについて、庁舎検討委員会の議事録の中

にコストについて触れてあると。これは前の説明のときには、いや、これは正式なものではあ

りませんよと。委員の皆さんが参考までにでも出してちょうだいと言うから、他の市の例、平

均をとってこれは出してみた数字だと。正式なものでないというふうに言われましたけど、今

の企画部長の話だと、これは内部的に検討したちゃんとした数字というふうに、何かいつの間

にか変わってきていると思いますが、それはなぜなんですか。 

○企画部長（石原 光君） 

 今議員の方から、ちょっと私としては理解できないんですけれども、いいかげんな数字とい

うふうに直感的にとったんですけれども、当然、一応その現状というものを審議会の中で検討

していただく前提で試算というのは当たり前です。そういう前提の中でいわゆる統合庁舎、例

えば近隣市であれば津島市、岩倉市、そういった年間の維持管理費等を参考にしてあくまで試

算をしたわけです。当然それは報告書の、皆さんが今日に至るまでの、答申をいただくまでの

一つの検討資料という形でつけさせていただいて、当然それをもとに検討していただいたもの

だというふうに理解をしておりますし、その正式なものではない、確かに試算ですからその数

字というものが確定されたわけではありません。あくまでも試算ということでお示しをしたわ

けです。その中で判断をしていただいたということです。当然、先ほど市長が申されましたよ
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うに、今後、基本計画もつくっていかなければなりません。そうした中で、また直近の数字に

置き直した中で改めて、庁内のプロジェクトもつくっておりますけれども、当然そういった経

費的なものも横並びで見ながらやっていかなければならないというふうに思っています。あく

までもそれは検討委員会の判断をいただく試算という形で報告書の中に取りまとめをさせてい

ただいているということで御理解がいただきたいと思います。 

○２２番（永井千年君） 

 改めて今の数字について、検討委員会ではここの北側に庁舎を増築した場合のケースで試み

の計算がされていると。それは企画部長はそう言われたかもしれませんけど、担当課長は私に

そういう言い方をしたから今のような話になっているんですよ。だから、もしそれが今の段階

での市の試みの計算だということであれば、改めて議会にその試みの計算、今聞いてもいいん

ですけど、資料としてきちんと提出をしてください。 

○企画部長（石原 光君） 

 資料として提出をということですけれども、先ほど答弁しましたように、あくまでも試算の

数字については、議員もちょっと見ていただきたいんですけど、報告書の中の資料の中に入っ

ておりますので、それが一つの試算の数字です。 

○２２番（永井千年君） 

 じゃあ、改めてまた検討すると当然変わってくると。これは一つの試みの計算なのか、ちょ

っとその辺をはっきりさせてもらわないかんと思うんですよね。実際に統合庁舎をつくると維

持管理費用が膨らんでしまうということでさまざまな話が出てきておるわけでありますから、

今までの４庁舎の維持費と統合庁舎の維持費と合わせると大変な数字になるからどうするんだ

という話としていろいろ出てきておるということですから、今の数字が、検討委員会に提出し

た数字が市の今の時点での試みの計算だというふうに、明確に今言い切られたということで理

解してよろしいんですね。はい。 

 じゃあ時間がありませんので、次の問題に移ります。 

 上下水道の問題です。市長の答弁の中で、上水道と下水道についてちょっと話があちこちし

ていましたけれど、ここの中で、約束は守れないと。５年と言ってきたけど、上水道の統一の

問題については。約束を守れないけど、じゃあどうするんだということが今明確に言われなか

ったというふうに思いますが、じゃあいつまでに検討していくんだということをやはり示して

いただかなくちゃいけないと思います。 

 それから下水道についても、21年４月には管理方式や料金を統合する方向について示されて

いながら、簡単に３年引き延ばしというふうにされてしまったわけですから、これは約束を変

えた以上、合併協定の調整事項を変えた以上は、じゃあどうするんだということを改めてちょ

っと明確にしていただきたい、期限とかについて明らかにしていただきたいというふうに思い

ます。 

 それから八開の５トン未満の話、くどいようですけど、市長は本当に痛みを感じられないの

か。２ヵ月で6,900円を超えるというふうな数字になるわけでありますので、これは愛知県じ
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ゅう探していただいても、全国で探していただいても、こんな金額というのはどこにもない金

額だと思うんですよね。全く水道を使わなくても7,000円近い金額を２ヵ月で払わなくちゃい

けない。ひとり暮らしの人はとても暮らせんといって訴えてみえるわけですから、当面の、統

一の問題はちょっと横に置いておいても、この問題だけはすごく緊急な話だろうと思うんです

よ。これは５トンか10トンかという基本料金、５トンから10トンに基本料金を変えるだけで当

面の５トン未満の方は解決するわけでありますから、これもいま一度ちょっと市長に、市長が

号令をかけていただければ上下水道部はすぐに検討できる用意はあるみたいでありますので、

ぜひ期限を明示してはっきりさせていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 公共下水道が始まった時点において調整をするという、管理の内容もおっしゃっていただい

たとおり、料金もそうした……。 

 供用開始が３月31日をもってされるわけです。ですから、今その状況を統一する段階に至っ

ておりません。まだまだ時間がかかるという判断でおりまして、３年先までにできるという答

えも持ってございません。しかしながら、集落排水の立田の料金統合については、今までも答

弁をしてございます。３年間の猶予期間、終末処理場ができて、その以後、統一に向けてとい

うことでありますので、その点はそうした考え方でおります。 

 そして、八開の水道の件でありますけれども、今、その方だけを云々という考え方は持って

ございません。こうして合併をして、いろんな、先ほども申し上げました、下がる人あれば上

がる人あるんです、この料金体系。特に水道についてはそうであります。八開だけで見ますれ

ば、起債を起こしてあれだけの事業をしました。そして一般会計からも、もう投入はしません

が、５年間やってきました。そうした内容でもって、なおかつそうしたおっしゃっていただく

ようなことは今考えてございません。ですから、この水道料金の関係につきましても、おっし

ゃっていただきましたそうした八開の方の御意見、佐織の方の御意見はどうなんでしょうか、

あわせてそういうことも御質問の中に入れていただけるとありがたいです。以上です。 

○２２番（永井千年君） 

 市長は１人の方だけの声を聞くわけにいかないという、大変冷たい答弁だというふうに私は

感じました。これはやはり市長として、一番困っている人たちを救っていくというのがまず最

優先されるべきことじゃないんですか。そういう考え方は市長はお持ちでないんでしょうか。

いろんな方があるけれど、一番困っているのはだれかと、どの問題を今解決しなくちゃいけな

いかということは当然あるはずだというふうに思いますが、その点、最後にこの問題について、

どういう方向でじゃあ解決がされていくのか。市長として解決のされ方について、期限は今は

あいまいというか、はっきり言えないと。だけど、こういう方向で解決していきたいというも

のは答弁していただけるんでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 弱者のお話がありましたが、今おっしゃっていただいた水道ばかりでなくて、他のセクショ

ンでもたくさんあります、そうした状況が。ありますけれども、そこはお許し、我慢をして、
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つらいことでありますけれども、お願いせざるを得ません。そして料金の統一ができる段階に

おいて、そうした内容でも検討してまいりたいと思っております。 

○２２番（永井千年君） 

 明確に答弁されないので、最後に２分ありますので、給食センターの問題について一言だけ

聞きます。 

 三つのグループが手を挙げて今選定されているということですが、この三つのグループとい

うのは地元関係者や地元業者というのは入っているのかどうかが一つ。それから、経験がある

グループなのか、ほかでも給食センターにかかわってきた経験があるグループかどうか。これ

らのちょっと今の段階で言えることについて、選定手続の現状について説明いただけるでしょ

うか。 

○学校給食課長（小澤直樹君） 

 三つのグループにつきましては、これは完全に公募でございまして、その中に市内の事業者

がいるのかどうかという内容でございます。グループの中に、市の事業者が構成員となってい

るグループが二つございます。一つには、市内業者が構成員となってはおりませんが、各いろ

んなセクションの仕事がございます。これについて、地元の業者さんから関心表明書というの

を書類の中に入れていただいております。その中にはたくさんの市内の業者の方が、こういう

事業について参加の意向があれば「うちは参加いたします」というようなものをたくさん入れ

ていただいております。以上でございます。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて22番議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は４時30分再開といたします。 

午後４時20分 休憩 

午後４時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして会議を再開いたします。 

 次に、通告順位６番の６番・吉川三津子議員の質問を許可いたします。 

○６番（吉川三津子君） 

 子供重視、環境重視の立場で、そして生活者の視点で質問いたします。 

 まず最初に、公共下水道事業の将来負担についてお伺いをいたします。 

 この事業は、一つ間違えれば多額の借金をしょい、社会保障などのサービスの低下を招いた

り、実質公債比率を上昇させ地方債許可団体に移行するなど、厳しい状況も予測される事業で

あると私は考えております。また、過去５年に２から３割の自治体が上下水道料金を値上げし

ており、さらに５割の自治体が将来値上げを考えているとのアンケート結果もあり、みずから

十分な汚水量が確保できない地域にまで下水道を整備しようとしたという反省の弁もそのアン

ケートには添えられております。 

 こうしたことから、市民の将来負担という面からも大きな問題であるということは間違いあ
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りません。ともかく生活汚水処理は合併浄化槽が最も安いということは従来から言われている

ことであり、実際に長野県下条村ではコストの面を考えて平成２年より合併浄化槽事業を選択

し、公共下水道で想定した事業費の約６分の１に削減しました。例えば７人槽の場合、総費用

69万1,000円のうち、国庫補助、県補助と村負担金を支給し、設置者負担金を18万円に縮小し、

普及の拡大に成功しております。このことは全国町村長会が以前からＰＲしております。 

 一方、民主党は政権交代する前に、下水道法に供用開始区域に整備された合併浄化槽を接続

しなくてもよい施設とするということを盛り込む制度改正と、建築基準法にある「便所は、水

洗便所以外の便所としてはならない」、この条項を削除することを国会に提出するとしており

ました。また、最近行われた事業仕分けでは、公共下水や農業集落排水事業について、住民の

必要性や地域の実情を踏まえて事業を行うべき、より低いコストで整備可能な合併浄化槽への

シフトを促進させ、予算を削減すべき、工事対象地域の見直しや工事単価の縮減に努めるべき

などとされています。 

 さらに、こうした民主党の方針のみだけでなく、平成20年９月に国土交通省が作成した「効

率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル」にも、人口減少化に対応した

内容の見直し、汚水処理施設などの提携手法について事例等が追加されたりとか、住民意向の

把握、そして費用関数、つまり建設費や維持管理費の実態に沿った見直しなども記しています。 

 私は、国がこの公共下水の予算をどうするかにとらわれず、愛西市として将来計画を考えて

いく必要があると考えており、愛西市の公共下水道事業は平成44年まで４期に分けて整備され

るわけで、まだ２期目以降については具体化されていないということですので、将来のコスト

負担を考え、いま一度計画の見直しをすべきという主張のもと、質問をさせていただきます。 

 一応通告しておりますので、一つ目の質問として、政権交代し、国からの補助金が今までど

おり来るのかを含め、公共下水道事業に対する国の方針変更についてお伺いをしたいと思いま

す。 

 次に、下水道事業は全国の自治体の財政を大きく圧迫しており、事業債残高のうち下水道の

事業債は５割を超え、汚水処理に係る経費の約４割が一般会計から補てんされていると言われ

ているわけですが、愛西市はこの公共下水道事業に対し、年間幾らくらいを一般会計から補て

んすることになるのか、またその総額は幾らになるのかお伺いしたいのですが、昨日質疑の折、

供用開始の１年目は接続率20％、２年目は40％、３年目は60％、４年目は80％ということでご

ざいますので、１次供用後の安定期、つまり80％の接続で地債の据え置き期間が経過した後の

一般会計からの平均的な補てん額、そして利用収入、そして公債費についてお伺いをしたいと

思います。また、４次まですべての事業が終わった後の一般会計からの、先ほど申し上げまし

た平均的な一般会計からの補てん額、そして利用収入、公債費についてもお伺いをしたいと思

います。 

 そして、将来の人口減も予想されるわけですが、先ほどから上下水道料金のお話が出ている

わけですが、下水道料金のアップの可能性について、市の方針についてお伺いをしたいと思い

ます。 
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 次に大きな質問の二つ目として、学童保育について事前の通告がしてありますが、この問題

は昨日の議案質疑の折に答弁をいただいておりますので、時間が残りましたら再度取り上げた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、大きな三つ目の質問でございます。総合斎苑計画についてお伺いをいたします。 

 先ほどコミュニティセンター利用について質問されて、賛成になったのかというような市長

からの問いがありましたが、私も相変わらずセレモニーホールについては要らないという立場

でおりますので、その点、心にとめて答弁をいただきたいと思います。 

 この３月議会の最終日にセレモニーホールを含めた総合斎苑の建設費に関する承認の議案が

提示されるようなことをお伺いしているわけですけれども、先ほども答弁にございましたが、

総合斎苑の利用が始まったらコミュニティセンターの利用のルールが変わるのか、つまり告別

式にコミュニティセンターは今までどおり使えなくなるのか、それについて先ほど質問があり

ましたが、答弁をいただきたいと思います。 

 セレモニーホールは、１日に二つのグループしか使えません。そういった状況にありながら

もこのコミュニティセンターは葬儀に使えなくしてしまうのか、その点についてお伺いをした

いと思います。 

 現在、歩いて地域の親しい方の告別式に参加できるということで、送る側も送られる側も心

通う告別式が行われていると思います。お年寄りからはそんな声をたくさんちょうだいしてい

るわけですが、そういった中、私はこういった地域のコミュニティーという意味で存続すべき

と考えますが、市としての方針をお伺いしたいと思います。 

 最後に、市民の方々からいろんな声をちょうだいいたしております。そういった声をもとに

数点質問をさせていただきたいと思います。 

 最初に、市民参加の推進という観点でパブリックコメントが生かされていかなければならな

いと思うわけですが、このパブコメが募集されるタイミング、どういったタイミングでこのパ

ブコメをとることになっているのか、市として要綱なりルールがあるならば教えていただきた

いと思います。 

 また、数々の市長の諮問機関である審議会や検討委員会などがございますが、市民参加とい

うことは市長が公約等に上げられているわけですけれども、こういった委員会への公募の現状、

大変公募が少ないと私は感じているわけですが、この公募の現状と今後の考え方についてお伺

いをしたいと思います。団塊の世代の方が退職され、大変有能な方がこの地域に本当にあふれ

ているなということを感じております。そういった点を踏まえ、この公募の現状と今後の考え

方についてお伺いをしたいと思います。 

 またあと数点ございますが、それは自席にて再度質問させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 それでは、吉川議員から御質問の下水道事業につきましてお答えをさせていただきます。 

 議員御質問の中で平成44年まで４期と言われましたが、５年から７年を１期としてそれぞれ
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順次拡大をしておりますので、よろしくお願いをいたします。４期と分けたわけじゃなくて、

１期目の最終年度が来る前の年に次の分を申請しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、御質問の中で、交付金は今までどおり来るのかというような御質問をいただいたと思

うんですが、現在、民主党に政権がかわりましてから補助金が交付金の制度になりましたが、

現在詳細につきましては私どももまだ情報を入手してございません。今後も引き続き入手は心

がけておりますけれど、その点、よろしくお願いいたします。 

 それとあと、80％の安定期にどれぐらいの補てんや収入ということなんですが、そういう試

算はしてございません、残念ながら。先ほど言いましたように順次拡大していきますので、

80％の安定期というのが、今のところ４年目を80％ぐらいと見込んではおりますけれど、とい

うことで御勘弁をいただきたいと思いますが、将来的に市の負担する金額、全体の金額で御報

告をさせていただきたいと思います。市の負担額としまして、起債をするわけでございますが、

これにつきましては平成15年から平成44年、最終年度までで約167億円を予定してございます。

そのほか利子分として約87億円の合計254億円を予定しております。 

 あと、市民の方々への負担でございますが、こちらにつきましては、供用開始に伴いまして

それぞれ受益者負担金、分担金をちょうだいします。その分が必要になってまいります。あと、

供用開始後、接続をしていただくわけでございますが、その場合の宅内設備の工事費と、それ

から接続していただいてからの使用料が市民の方々の負担となります。 

 それから最後、下水道料金の今後のアップ、値上げはということでございますが、当面、値

上げする予定は考えてございません。現在のままでいきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、佐織地区のコミュニティセンターの利用の関係でございますが、総合斎苑が運用

されれば、その利用といいますか、取り扱いは変わるのかという御質問でございます。 

 まず基本的な考え方を申し上げますと、当然私ども市としては、総合斎苑が運用されれば、

そこを利用していただくようなＰＲは当然図っていく考えでおります。ただし、佐織地区のコ

ミュニティセンターにつきましては建設当時からのいろんな経緯がありますので、一応その総

合斎苑が運用されたからといって、今の利用規定を変えるという考え方は現時点で持ち合わせ

ておりません。今までどおりお使いいただければいいんじゃないかなというふうに思っていま

す、現時点では。 

 ただ、今後、本来のコミュニティセンターのあり方については、当然、指定管理者、あるい

はコミュニティセンター連絡協議会がありますので、そういったところも、よく市の考え方も

お伝えしながら、検討していくことは当然やっていく形でおります。そんな中で、将来のその

方向性というものがきちんと出てくるんではないかなというふうに考えております。 

 それからパブコメの関係ですけれども、このパブリックコメント制度というのは、これは市

になって取り組んだわけでございますけれども、基本的な考え方というのは、市の基本的な政

策の策定に当たって、策定しようとする政策の趣旨、内容等を広く公表し、市民の皆さんから
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その政策に対する意見を募集すると。そして、その受けた意見等を考慮し、意思決定を行うと

いうのがパブリックコメントの制度であるというふうに理解をしております。そしてタイミン

グにつきましては、これは素案の段階で意見募集をするという一つの考え方であります。当然

このパブリックコメントについては要綱を制定しておりまして、要綱に沿った形で今運用して

いるのが現状でございます。 

 それから、審議会委員の公募の関係でございますが、現状はどうなっているかということで

ございますが、これはどこのセクション、審議会でもそうでございますけれども、いわゆる第

２期の推進計画の中でもそうですけれども、市としての、これは第１期も含めての話ですけれ

ども、具体的な取り組み事項といたしまして、いわゆる公募委員の登用を推進するというその

計画の中にも位置づけをしておりますので、従来どおり一応公募については推進を図っていく

ということに変わりはありません。それで、今後の方針につきましては、いろいろ女性の登用

とかそういった部分もありますので、一層その審議会の透明性を高めるというのも重要な部分

であるというふうに思っておりますので、その一定の基準といいますか、指針というものを、

一度他市の状況もちょっと参考に勉強していきたいなという考え方は担当課の方では持ってお

ります。以上です。 

○６番（吉川三津子君） 

 では、公共下水道の関係から、私が質問している内容が全く答弁で入っておりませんので、

一般会計からの補てん、そして利用料の収入、それから公債費についてなんですけど、１次供

用がスタートしてある程度落ちついた段階で、大体その時期の一般会計からの補てん、それか

ら利用料の収入、公債費はどれぐらいになるのかということですので、それは御答弁いただけ

るのではないのでしょうか。もしかして部長がだめなら課長で結構ですので、御答弁いただき

たいと思います。 

 それから、すべての工事が終わった段階でどうなのかということなので、それも資料がおあ

りだと思いますので、ぜひ御答弁をいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 先ほど市の負担額254億円と申し上げましたが、その内訳と申しますか、それで御勘弁をい

ただきたいと思いますけれど、国の補助金が約97億円を予定してございます。それと受益者負

担金で約17億円を予定してございます。一般財源からの繰入金を約142億円で、ちょっとトー

タルが２億円ほど違いますが、以上ですが。 

○６番（吉川三津子君） 

 数字が違うんじゃないかと思うんですけれども、256億円じゃないんですか、違いますか。

これはまた後できちんと教えてください。 

 それで、もしかして部長がわからなかったら課長で答弁いただいてよろしいですか、数字の

細かいことですので。質問させていただくのは、１次工事が終わった段階で、１次工事の分ね、

国の補助金が幾らなのか、それから受益者負担が幾らなのか、地債が幾らなのか、お聞きした

いです。あと２次から４次まではその残りとなると思うんですけれども、その分担についてお
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伺いをしたいと思います。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 １次工事までの総事業費、15年から21年度までの総事業費ですが、約50億5,200万円、うち

国庫補助金が約20億6,000万円、県の補助金が2,900万円、一般財源が29億6,300万円、これが

公共下水道の分です。県の流域下水道事業費の負担金で、こちらは平成14年から21年度までに

なりますが、約10億3,200万円、このお金に関しましてはすべて一般財源からです。合計いた

しますと60億8,400万円となります。 

 これ以後につきましては、現在の試算ベースの計算になりますが、平成22年から平成44年ま

での公共下水道事業で約205億4,800万円、内訳としまして、国庫補助金76億4,000万円、県の

補助金は予算範囲内ということで考えておりませんが、一般財源112億800万円、そのうちで受

益者負担金等で17億円、これが公共分で、流域下水道事業負担金で15億6,800万円、先ほどと

一緒で、すべて一般財源になります。合計いたしますと221億1,600万円の支出を全体で見込ん

でおります。 

○議長（加賀 博君） 

 ここでお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、会議規則第８条第２項の

規定に基づき、会議を延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決定いたしました。 

○６番（吉川三津子君） 

 これは長期の平成44年まで続く事業ですので、やはりきちんと時折見直しをしながら進める

のが当たり前だと思うんですね。ですから、１次の段階でどうなのかとか、２次が終わった段

階でどうなのかというシミュレーションは当然あってしかるべきではないかなということを思

うわけなんですけれども、今こういった国の方の民主党の政権交代でいろいろ国の方針も変わ

ってきておりますし、本当に少子・高齢化で、先ほどからも水道代とか下水道代が大変高いと

いう話が出ている中、やはり少しでも安くする努力をするためには、やはりいろんなシミュレ

ーションをしながら工夫をしていかなければいけないということを思っているわけです。そう

いった面でちょっといろいろ数字をお聞きしているわけなんですけれども、第１次の供給のと

ころがスタートし、やはり２次以降のところを今後どうしていくのかという視点が必要だと思

うんですよね。このまま公共下水道で進めてしまってコスト的に有利なのか、そういったこと

の評価もしていくべきだというふうに考えるわけなんですけれども、この２次から４次までの

供給地域において、合併浄化槽とか単独浄化槽、くみ取り式の便所の比率とか、そういったも

のは把握していらっしゃいますか。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 申しわけございません。ちょっとこちらの方では把握できないものですから、しておりませ

んが。 

○６番（吉川三津子君） 
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 私もきょう質問するに当たって、いろんな自治体の状況を調べてきょう私はここに来ている

わけなんですけれども、やっぱり把握できていないからって、地域に行けば把握できるんです

よね。やはり市民の方たちがどういった状況で下水の処理をされているのか、そういった現状

もつかまずにこんな何百億もの事業をするということは、私は本当にどうなっているんだろう

ということを思うわけです。こういったことを質問すると、きちんと答えられるんですよ。こ

れがもとで、合併浄化槽で進めた方がいいのか、公共下水で進めた方がいいのか、こういった

今比率がどうなっているかによって今後かかってくるコストも変わってくるわけじゃないです

か。それがつかめないまま今回も合併浄化槽の貯水槽の補助金をつけたりとか、現状がわから

ないままそういった補助金制度を導入したりとか、公共下水の方が有利だと言ったりとか、そ

ういった考え方はそもそも私は間違っているなということを思いますので、やはりもう少し足

を使って市民の皆さんの状況というのをつかんでいく必要があるのではないかなというふうに

思うわけです。 

 あと、今、２次から４次までの費用が大体あと残りが205億かかるという、事業費がですね、

御答弁があったと思うんですけれども、この地域、２次から４次の供給地域の世帯数というの

は何世帯になっているんでしょうか。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 すみません、そちらの方もわかりません。集落排水事業と違いまして、公共下水道事業は面

整備でございますので人口で換算をしておりまして、世帯数まで把握はしておりませんので、

よろしくお願いいたします。 

○６番（吉川三津子君） 

 18年にこの全体計画というのをおつくりになっているじゃないですか。このときに、平成17

年の供給地域の世帯数がここに書いてあります。そこから2,500を引けば残りになるんじゃな

いんですか。それがわからずして、なぜ下水道料金が決められるのか。どうやって下水道料金

とか、将来本当にこれでやっていけるのか、将来維持管理費がこれだけかかるから下水道料金

はこれぐらいにしなきゃというシミュレーションが出てくるわけなんですけれども、課長もお

わかりにならないんですか、世帯数は。私の方ですと、これは最新ではないと思うんですが、

こちらの方の世帯数ですと、下水道計画関連地区の世帯数として１万6,783世帯というふうに

なっていますので、そこから2,500を引くと、あと残り１万4,283世帯がこれから205億円をか

けてやっていくということになるのではないかなというふうに思うわけです。それで、こうい

った世帯数の中、もしこの世帯数を、目指していらっしゃるのは接続率80％を目指していらっ

しゃるようなお話ですけれども、この世帯数をすべて合併浄化槽でやった場合、幾らかかるの

でしょうか。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 世帯数の関係につきましては、全体計画書の中で参考として入れさせていただいています。

当時、17年当時だと思いますけど。それで、その関係でちょっと古いですので、22年２月１日

現在の住民人数と世帯数、それぞれ４地区を打ち出しまして、合計から立田地区さんと八開地
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区さんを除かせていただいて、それから佐屋の集落排水事業の世帯数、西保、本部田東条、佐

屋中央、永和台はコミプラ事業ですけど、あと佐織町さんの東八幡、西八幡、諸桑団地、それ

ぞれ引かせていただいて約１万5,100戸という数字が出ましたが、これが実際、先ほどの１次、

2,500を引いたら１万5,000ぐらいだと言われたと思うんですけど、まあ近い数字かなというふ

うで思っております。それで、この世帯が全部浄化槽で整備したら幾らになるかというところ

は、ちょっとそれぞれ現場状況やいろんなものが違いますので、そこまではまだ試算しており

ませんので、よろしくお願いします。 

○６番（吉川三津子君） 

 22年で１万5,000円、全部で第１次も含めてです。そこから2,500を引くというと、１万

2,500世帯が多分２次以降になると思うんですよね。それの８割の接続率となると、多分、今

国の方がこういった試算をするときには、１世帯当たり100万円で算定というか、比較をして

いると思います。そうなると、合併浄化槽設置だと、総事業費が残り100億円で済むという計

算になると思うんですよ。そうなると105億円浮くという計算になるんですね。それだけ合併

浄化槽と公共下水道の価格の差というのがあるわけなんですけれども、こういった１次、２次、

３次、４次とやっていく場合、そういった試算をしていく必要が私はあるのではないかなとい

うことを思うんですが、今後こういったシミュレーション、今ごろ言っていてはいけないんで

すけれども、もう長期計画の中に入っていないとおかしいと思うんですよ。30年もかけてする

事業で、長期的に、どの時期になったら見直しをするとか、そういった計画が立てられていな

いということが私はおかしいと思うんですけれども、そういった計画についてはどうなってい

るのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 下水道計画につきましては、全圏域汚水適正化構想という、県が取りまとめるものなんです

が、それぞれの市町がそれぞれ公共下水道で整備する区域、農業集落排水事業で整備する区域、

コミプラも含めてですね、あと合併処理浄化槽で整備する区域、それぞれどちらがその整備に

金がかからないかということで、いろんなその距離間とかそういうので判定しまして、すみ分

けて、その市の全体の汚水処理整備計画的なものがございます。それに基づいて整備しており

ますので、そこのまた見直しというものもございますが、そういうものに基づいて整備を続け

ております。 

○６番（吉川三津子君） 

 結局、県の事業だから、それに乗っかったから、もう愛西市は損をしようが何をしようがそ

ちらに乗っていくんだと。そういったことであれば市民に大変損害を与えるわけで、これだけ

105億円違うということであれば、やはりこの構成している自治体で議論して、今後どうして

いくのか。愛西市だって、本当に若い方が減って、お年寄り世帯がすごくふえていくわけです。

今後さらに人口密度が低いところ、今が多分一番人口密度が高いところを１次でやられている

ような気がするんですけれども、そうなってくると、やはり一般会計からの投入がふえていく。

人口密度によって一般会計からの補てんがふえていくというデータは国の方も持っているわけ
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なので、そういった状況と、やっぱり人口減もありますので、30年のうちにすごく人口が減る

んですよ。そういった状況も踏まえて、見直ししながらしながら進めていくのがこういった事

業のやり方だと思うんですけれども、その辺についてはどう思われるのでしょうか。どなたが

御答弁してくださるのでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 先ほど来、吉川議員にはいろいろとシミュレーションをせよと言われておったにもかかわら

ず、十分なシミュレーションがしていなくて、明快なお答えができないことを本当におわび申

し上げる次第でございます。本日のこういったことをきっかけにいたしまして、こういった平

成44年にわたる長期計画でございますので、いろんなパターンを想定いたしました試算をきち

んとして、また早く準備ができれば次回の経済建設委員会にでもお示しできる部分だけでもお

示しをしたいと思っておりますし、将来計画につきましてもう少し具体的な私どもの考えが示

せるようなことを精いっぱい努力させていただきますので、よろしくお願いしたいと存じます。 

○６番（吉川三津子君） 

 この18年にできた愛西市の公共下水道の全体計画を見てみますと、とても驚くんです。人口

とかいろんな部分について、上位の県の計画があるから、これはさわらない、規模はさわらな

いみたいなことが書いてあるわけなんですよ。県の計画に乗っているからということで、それ

に愛西市が乗っていった場合、愛西市が本当に財政的に厳しくなったときに県が何かしてくれ

るのかといったら、してくれやしないじゃないですか。やはりその点、市としてきちんとシミ

ュレーションをし、本当にやっていいのか、いけないのかということは、愛西市がきちんと評

価をして決めていくべきことだと思います。先ほどから県の計画があるからそのとおりにやる

んだというような答弁があるわけですけれども、これは自治体として大変無責任な状況だと思

いますので、きょう私はこういった、合併浄化槽でやると公共下水をこのまま続けるよりも

105億円安くつくということをお示しいたしました。これについて、この数字を見てどういう

感想をお持ちなのか、一言御意見をいただきたいと思います。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 合併浄化槽でやると105億円が安くなるというお話ですが、その合併浄化槽も敷地内につけ

られないところがございますよね。すべて今つけた場合ということなんですけど、もともと集

中浄化でやられていたとか、敷地か狭いとか、そういうところもありますので、一概に105億

円が安くなるということでは考えておりません。下水道の方で整備をやった方が安いところも

あると思っていますので、よろしくお願いします。 

○６番（吉川三津子君） 

 そういった敷地内につけられない世帯が何世帯あって、そういった評価をして、この105億

円を余分にかけてでも公共下水道でやる意味があるということを、やっぱり説明責任として、

職員の方、市長なり副市長なりがやはり説明責任が果たせないと私はいけないと思うんですよ。

こういう事例があるから105億円かけるんだと。そういう世帯が何世帯あるのか。それで、ま

たそういった方々にほかの方法で下水処理ができる方法があるかもしれないので、そういった
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ことを模索しながら、少しでも安くつくような方法を考えていくのが私は行政の皆さんのお仕

事だというふうに考えておりますので、ぜひまたこの105億円について、私も経済建設委員会

の一員でございますので、またこの件については質問をさせていただきたいと思います。 

 それからあと、公共下水道で一番借金返済が膨らむとき、その額についてお伺いをしたいと

思います。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 現在の試算ですが、起債の借り入れの関係になると思いますが、県の負担金、市の事業費、

それぞれ167億円を平成44年まで借り入れます。それで、借り入れた分の167億円プラス利子分

が約87億円と今試算しております。計254億円になるかと思います。償還のピークですが、県

と市による合計が約８億6,000万円、平成45年ごろにピークになると今のところ試算しており

ます。 

○６番（吉川三津子君） 

 今年度の、また間違っていたら御指摘いただきたいんですけれども、公債費なんですけれど

も、一般会計の方で16億、農業集落排水、下水で５億で、合計21億あると思うんですけれども、

こういった中で８億なりの借金返済、１年でこれだけ返済しなければいけないような年が来る

わけです。このときというのは本当にお年寄りがふえて、私の持っている愛西市の人口推計に

よりますと、お年寄りが1.4倍で、80歳以上のお年寄りが、本当に団塊の世代の人たちが80歳

以上になっていらっしゃって、それで若い方々が２割減るような試算があるわけです。そうい

った人口構成のときに、こういった大きな借金をしょって本当にやっていけるのか。介護とか

医療とか子育てとか、そういったものが本当にやっていけるのかということを、私はこの公共

下水道の借金返済の毎年の額を見て思っているわけです。税収は減るでしょう、人口が減るん

ですから。それで、お年寄り、80歳以上がふえれば、医療や介護にいっぱいお金がかかるでし

ょう。そういったときに少しでも借金をふやさないような下水道処理をしていく、その努力を

するのが私は今ではないかというふう思うわけですが、一度この時期に、１次が終わった段階

できちんとシミュレーションをして、ほかの市町村も同じようにシミュレーションをして、こ

の公共下水についてみんなが考え直すべきだと思うんですけれども、この点について愛西市と

しての考え方をお聞きしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 いろいろと御指摘をいただきましたので、そういった全体のことを慎重に考えて対応してい

きたいと思っております。 

○６番（吉川三津子君） 

 きょうは数字を示させていただきましたので、こういった数字のもと、この公共下水道がい

かに大変な工事なのか、そして高齢者世帯がふえている中、接続率というのは本当に、今、中

高年の方たちはみんな老後の不安をお持ちなんですよ、年金が幾らもらえるのか、年金だけで

食っていけるのか。そういった生活をされている方々がこれだけの一度の支出をされるという

ことは、世帯によっては大変大きな負担になりますので、いま一度このシミュレーションをし
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ていただき、いろんな事業においてもそうなんですけれども、やはりきちんと二、三年たった

ら見直しをしながら終わりまで行くというような、やはりそういった手法をきちんととってい

く。どんな事業でもそうだと思うんです。それを見直し、見直し、見直し、それは総合計画の

中でそういった手法がとられていると思うんですが、それがやはりまだまだ現場には浸透して

いないということだと思いますので、ぜひこの公共下水道については至急そういったシミュレ

ーション等をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。全国的に

も公共下水道については、ＳＯＳというか、大変厳しい状況。それで、これを進めることによ

って市民の皆さんの下水道の値上げは考えていないとおっしゃっていたんですけれども、人口

が減れば上がるじゃないですか、普通に考えれば。やはりそういった想定のもと、市民の生活

がどうなっていくのかという視点でこの公共下水の問題を、やはり本当に市民の暮らしを大切

にして考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 下水道の方のシミュレーションはさせていただくんですが、一概に合併浄化槽とのものだけ

じゃございませんので、下水道ができますと、この地域、御存じだと思うんですけど、ポンプ

アップで雨水排水しております。その下水道分も今排水をしています。その分が当然安くなり

ますし、排水分ですね。それとあと地域の水路、側溝、裏の水路等の清掃等もすべて軽減され

ると思います。そういうのも考えていかなくてはいけませんので、一概に合併浄化槽と比較す

ることもできませんし、本当に細かいいろんなことから考えないとその比較もなかなか難しい

と思いますので、ちょっとお時間をいただかなできないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○６番（吉川三津子君） 

 ぜひそういった細かいところまで配慮してシミュレーションをお願いしたいと思います。ま

た、合併浄化槽を設置されていて、それをやはりつなぐということで、まだ使えるものを廃棄

するという部分においても、私は環境問題をやっている身といたしましては、一番地球温暖化

に悪い、使えるものを途中で使わなくするという部分についてはそういった気持ちもございま

すので、そういったことも組み入れてシミュレーションの方をお願いしたいと思います。 

 あと、こういった計画づくりにおいて、これについてどういった方々でおつくりになったの

か。委託をされているのか、それについてお伺いできますか。 

○下水道課長（伊藤稔秋君） 

 委託をしております。 

○６番（吉川三津子君） 

 いろんな予算書を見ながら思うわけなんですが、すごく委託がふえていて、みずから考える

というか、地域のことを知っていらっしゃるのは職員の方々だと思うんです。それで、委託す

るのもいいんですけれども、やはり自分たちがもう少し勉強されて、委託者を使えるぐらいの

やはり企画力とか、そういったものを身につけていかなければ、自分たちがわからないから出

すのではなくて、自分たちは地域のことがよくわかっている、それを指図するぐらいの気持ち
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でそういった委託は出していかなければいけないなということを思うと同時に、やはり委託に

出しながらノウハウを市の中で蓄積をしていくということが私はとても大事だろうと。指定管

理者でぼんぼん外に出し、こういったものをつくるときも外部に出し、この愛西市の企画力と

いうのはどうなっちゃうんだろうということを思っておりますので、その点は要望ですが、そ

ういった力を職員の方に身につけていただくということがとても大事だと思いますので、委託

についてもやはり慎重に、委託に出したときに職員がどうかかわるか、かかわりながらスキル

アップをしていくということも私は一つだろうと思いますので、その点は要望ですので、よろ

しくお願いいたします。 

 あと、斎場の件で、コミュニティセンターの関係は利用の規定は変えないということでお伺

いをいたしましたので、ぜひそういった方向で、地域のコミュニティーという意味で残してい

ただきたいというふうに思っております。 

 あと、昨日この総合斎苑の問題で、21年度、22年度、23年度ということで今までの支出、今

後の支出について金額が出ましたが、そのちょっと明細についてお伺いできますでしょうか、

21年度５億2,700万とか。 

 もう１点お伺いをします。今回、総合斎苑につきまして建設費が予算の方に計上がされてき

ているわけですが、中日新聞によりますと、今、裁判中であります。裁判中でありながら、こ

ういった総合斎苑の建設を進めてよいのかという中日新聞の記者からの問いに対して、斎苑と

は関係ないからいいんだというコメントをされていたと思うんですけれども、関係のないとい

う根拠について、そして裁判の今の状況についてお伺いをいたしたいと思います。 

○市民生活部長（加藤久夫君） 

 支出についてのお伺いでございますが、ちょっと資料を持っておりませんので、後でまた渡

させていただきます。よろしくお願いします。 

○副市長（山田信行君） 

 斎苑の周辺道路の訴訟の進捗状況でございますけれども、今までに口頭弁論などが２回済み

まして、次回が４月10日前後のところで予定をされておりますが、こちらの方の訴訟対応も真

摯に今進めておるところでございまして、あわせて、その訴訟と今回建設工事に踏み切ること

について、関係がないよというような表現をされましたけれども、その「関係がない」という

意味合いでは、要は建築工事は建築工事で進めるということで、これは弁護士先生の見解を踏

まえて私どもの考え方が間違っていないということは確認をいたしておりますので、そういっ

た意味合いから、私どもこの建設工事にもいろんな手続を適切に踏まえながら進めていきたい

と思っているところでございます。 

○６番（吉川三津子君） 

 弁護士さんの方がいいよと言われた、まだこれは裁判官が判決をおろすものでありますので、

その判決というものを重視するのが普通ではないかと思うんですね。その点については、どう

いった判断で「進めていいよ」ということなのか、その点についてお伺いしたいというふうに

思います。 
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○副市長（山田信行君） 

 今訴訟が提起されておりますのは、私どもの道路整備、道路行政面について瑕疵があったん

ではないかと、そういった意味合いから起こされておりますので、そういった関係は私どもき

ちんと対応をしていきたいと思っています。建築工事、敷地内の工事につきましては、そちら

の方も建築確認とか保健所の経営許可とか、いろんな手続を適正に踏まえて今進めております

ので、そういった意味合いから問題はないものと考えております。 

○６番（吉川三津子君） 

 裁判の中では、農業振興地域の手続を逃れるためにこの道路をつくったという部分について

も入ってきているわけで、判決の中で、勝訴・敗訴関係なく、そういった事実が明らかになっ

た場合、そういった場合についてはやはり大きくこの総合斎苑の問題とは関係することになる

と思うんですけれども、その点についてもう少し私は慎重になるべきだと思いますが、その点

についてはどのような判断をされているのでしょうか。もしこういった脱法的な行為が判決文

の中で認められるようなことがあった場合、この責任をどのような形でおとりになるのか、そ

の点についてお伺いをしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 この訴訟の原告側の方々は、そういった農振除外の脱法的な行為があったとか、いろいろお

っしゃってみえますけれども、私どもこの見直しに当たりましては県の許可も得て進めておる

ことでございますので、私どもは適正な手続を踏んでこの農振除外行為をなしてきた。だから、

それに基づいてこの敷地内の建設工事についてもきちんと進めていく、そういう考え方に変わ

りはないものでございます。 

○６番（吉川三津子君） 

 じゃあ、判決文が、裁判でどういう判決が出ようとも進めるんだというような判断、そう思

っていらっしゃるのはわかりますけれども、いろんな今裁判でその判断がされようとしている

わけです。それで、副市長がそう思っていらっしゃるのと、事実、判決とは全く別のものだと

思うわけですね。だから、そういった裁判の判決を重視して行政運営をされていくのか、副市

長の思いで行政運営をされていくのか、その点だと思うんですけれども、その点についてお伺

いをしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 これは私の単なる思いではありませんでして、私どもは手続を踏んできた経過を踏まえての

言葉でございますので、これが間違っているかどうかまた後ほど弁護士さんにも見解を求めて

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。なお、判決がどのようになろうとも、

なったときにはなったそのケースで対応したいと思っておりますので、今ここでそれを想定し

て申し上げることは差し控えていきたいと思っております。 

○６番（吉川三津子君） 

 最後に１点だけ、この道路というのは火葬場には関係のない道路だということなのかという

ことを１点お聞きしたいと思います。 
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○副市長（山田信行君） 

 道路につきましては、周辺道路という道路整備の上で進めてきたものでございますので、そ

ういった前提で今考えております。 

○６番（吉川三津子君） 

 じゃあ次にちょっとお伺いをしたいと思いますが、パブリックコメントにつきましては今ま

でいろいろとられているんですけれども、私の感想としまして、やはりこのパブリックコメン

トの扱いについて、まだ庁舎内で統一した見解が持てていないのではないかなということをい

ろんな場面で感じている次第です。やはり早い段階で意見を募集して、そういった検討委員会

の委員の皆さんとか、そういったところでしっかり練っていただいて、きちんとやはり計画に

反映するような、そんな形を望みますので、ぜひそういった周知をしていただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、ちょっと福祉タクシーについてと、それからあともう１点、職員と、それから転任と

か新任の先生方に、愛西市の行政サービスについてやはりしっかり知っておいていただくとい

うことがとても大切だなということをこの間感じております。やはり学校の先生も、子供のサ

ービスにどんなものがあるのか、困ったときにやはりすぐ対応ができればそれにこしたことは

ありませんので、そういった愛西市のサービスを知る機会とか、やはり広報紙とかをしっかり

と先生方に読んでいただくようなことも大切かと思いますが、それについて市の考え方をお聞

きしたいと思います。 

 あと、福祉タクシーについて、昨日も御答弁いただいたんですが、具体的にどんなときに使

ってよいのか、具体例を少しお示しいただきたいと思います。以上です。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に職員の関係でございますけれども、職員につきましては、市のサービス、一般的

に市民の方というのは職員に聞けば市全体のことをよく知っているというようなお考えの方が

大多数でございます。そういうような中で、特に新人職員におきましては学校をおりて新たに

入ってくる職員でございます。そういうような中で、職員研修の中で当然、以前に合併のとき

にこのガイドブックというのも市民の皆様にお配りしております。その後大分変えてきており

ますけれども、こういうようなものを示しながら職員については研修を重ねていきたい。また、

この４月１日にも市の生い立ち等についての研修も予定しておりますので、充実してまいりた

いと、このように考える次第でございます。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 昨日も要綱等をお示しさせていただきましたが、そういった要綱の趣旨を御理解いただきま

して御利用いただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 新任教師の増加に伴いまして、平成19年度より、海部教育事務所が行っていた初任者研修が、

その中の一部を市の教育委員会が委託されて行っておるのが現状でございます。第１回目は概

要やフィールドワークなどを行っておりますが、１年をかけまして教員としての、また社会人
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としての資質向上を目標として研修を計画・実行いたしております。そんな中で取り扱われて

おりますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 

○議長（加賀 博君） 

 これで６番議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（加賀 博君） 

 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。これに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会することに決しました。 

 なお、11日は午前10時より開議し、一般質問を続行いたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午後５時30分 散会 
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